
要
旨一

八
世
紀
中
期
、
対
象
と
す
る
熊
本
藩
で
は
、
農
村
社
会
の
変
容
、
社
会
の
公
共
業
務
拡
大

の
な
か
で
、｢

村｣

の
成
立
ち
・
年
貢
請
負
を
広
域
的
に
保
障
す
る
地
方
組
織
と
し
て
、
ま
た
地

方
の
公
共
業
務
を
担
う
組
織
主
体
と
し
て
、
郡
と
村
の
中
間
行
政
区
域
た
る

｢

手
永｣

の
役
割

が
大
き
く
顕
現
化
す
る
。
そ
し
て
宝
暦

安
永
期
の
藩
政
改
革
過
程
に
お
い
て
志
向
さ
れ
る
行

財
政
整
理
、
行
政
業
務
の
ス
リ
ム
化
と
あ
い
ま
っ
た
行
政
権
限
・
財
源
の
地
方
移
譲
を
通
じ
て

｢

手
永｣

の
広
域
自
治
団
体
化
が
進
み
、
緩
や
か
な
が
ら
武
家
領
主
の
政
治
行
政
を
収
縮
に
向
わ

せ
る
地
方
胎
動
を
現
出
せ
し
め
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

地
方
行
政

地
域
運
営

異
議
申
し
立
て

政
策
形
成

惣
庄
屋
寄
合

手
永

村����日
本
近
世
の
武
家
の
政
治
行
政
機
構
は
、
意
外
に

｢

小
さ
な
政
府｣

の
状
態
で

維
新
・
廃
藩
を
迎
え
て
い
る
。
対
象
と
す
る
熊
本
藩
の
場
合
、
ご
く
大
雑
把
に
み

れ
ば
、
明
治
初
年
に
至
る
一
九
世
紀
段
階
、
領
内
総
生
産
額
に
占
め
る
税
収
＝
財

政
収
入
の
割
合
は
二
割
で
あ
り
、
行
政
職
に
就
く
家
臣

(

知
行
取
家
臣)

の
割
合

も
ほ
ぼ
二
割
で
あ
る
。
領
主
財
政
は
、
財
政
難
の
常
態
に
あ
り
な
が
ら
、｢

二
割

の
税
収｣

を
超
え
た
財
政
規
模
を
志
向
せ
ず
、
藩
主
・
家
臣
の
生
活
費
・
人
件
費

を
主
体
と
す
る
財
政
で
は
、
社
会
に
向
け
た
直
接
の
経
費
も
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
政
治
方
向
は
宝
暦
期
の
藩
政
改
革
を
通
じ
て
明
確
化
さ
れ
、
拡
大
す

る
社
会
の
公
共
業
務
の
も
と
で
、
中
央
政
府
＝
藩
庁

(

奉
行
所)

で
財
源
的
・
人

員
的
に
行
え
な
い
こ
と
は
地
方
活
力
、
社
会
の
運
営
能
力
に
依
存
し
、
こ
れ
を
取

り
込
ん
で
、
総
体
と
し
て

｢

大
き
な
政
府｣

を
目
指
す
行
政
傾
向
が
出
て
く
る

(

１)

。

本
論
文
は
、
熊
本
藩
に
お
い
て
、
明
和
七

(

一
七
七
〇)

年
閏
六
月
、
領
内
惣

庄
屋
が

｢

連
印｣

し
て
一
五
一
か
条
に
わ
た
っ
て
地
方
行
政
・
地
方
制
度
に
関
す

る
異
議
・
要
求
を
書
き
な
ら
べ
、
同
時
に
自
ら
そ
の
対
応
・
解
決
策
を
示
し
て
藩

当
局
に
提
出
し
た

｢

繁
雑
帳｣

と
題
す
る
文
書
の
検
討
を
通
し
て
、
惣
庄
屋
の
管

轄
す
る
手
永

(

郡
と
村
の
中
間
行
政
区
域)

が
、
管
内
の
村
の
成
立
ち
・
年
貢
請

負
を
広
域
的
に
保
障
し
、
拡
大
す
る
社
会
の
公
共
業
務
を
担
う
地
域
運
営
組
織
と

し
て
の
役
割
を
大
き
く
顕
現
し
、
宝
暦－

安
永
期
の
藩
政
改
革
過
程
に
お
い
て
志

向
さ
れ
る
行
財
政
整
理
、
行
政
業
務
の
ス
リ
ム
化
と
あ
い
ま
っ
た
行
政
権
限
・
財

源
の
獲
得
を
通
じ
て
広
域
自
治
団
体
化
す
る
動
き
が
胚
胎
す
る
な
か
に
、
近
代
に

向
け
た
行
政
的
基
点
と
い
う
べ
き
も
の
を
検
証
す
る
こ
と
を
基
本
目
的
と
す
る
も
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の
で
あ
る

(

２)

。

す
な
わ
ち
、
領
内
惣
庄
屋
が

｢

寄
合｣

の
場
を
設
け
て
結
集
し
、
藩
当
局
に
向

け
た

｢

下
方｣

の
異
議
・
要
求
を
取
り
ま
と
め
、
異
議
・
要
求
へ
の
対
応
・
解
決

策
を
自
ら
提
示
し
、
そ
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
を
藩
側
に
採
用
さ
せ
、
政
策
実
現

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

｢

繁
雑
帳｣

の
特
徴
的
な
内
容
と
し
て
、
年
貢
・
諸
役
の

抑
制
、
領
主
的
業
務
の
地
方
移
譲
、
年
貢
の
広
域
請
負
制
＝
年
貢
手
永
請
負
制
な

ど
手
永
に
よ
る
自
律
的
地
域
運
営
の
た
め
の
行
政
権
限
・
財
源
獲
得
の
方
向
が
提

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
総
体
と
し
て
地
域
運

営
組
織
と
し
て
の
手
永
の
役
割
と
、｢

下
方｣

を
と
り
ま
と
め
る
惣
庄
屋
の
職
務

責
任
が
大
き
く
顕
現
化
し
、
武
家
領
主
に
よ
る
政
治
行
政
を
一
定
程
度
限
定
・
縮

小
し
て
い
く
よ
う
な
地
方
胎
動
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
林
基
氏
・
佐
々
木
潤
之
介
氏
以
来
の
階
級
闘
争
を
軸
に
し
た
当

該
期
の
社
会
変
動
、
こ
れ
に
対
す
る
領
主
的
対
応
＝
封
建
反
動
と
い
う
理
解
を
如

上
の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
試
み
で
も
あ
る

(

３)

。

と
こ
ろ
で
熊
本
藩
で
は
、
宝
暦
改
革
期
に
重
大
な
地
方
行
政
改
革
が
進
行
し
て

い
る
。
村
・
庄
屋
を
大
幅
に
統
合
す
る

｢

寄
せ
村｣

で
あ
る
。
村
高
二
、
三
〇
〇

石
程
度
の
小
村
を
整
理
・
統
合
し
て
八
〇
〇
〜
一
〇
〇
〇
石
程
度
を
標
準
に
新
た

な｢

村｣

を
設
定
し
、
庄
屋
の
人
選
を
通
し
て
庄
屋
の
職
務
能
力
の
底
上
げ
を
図
っ

た
も
の
で
あ
る
。
発
端
は
庄
屋
の

｢

役
威｣

強
化
と
も
関
わ
る
が
、
宝
暦
六
年
一

二
月
に
具
体
化
し
て
、
翌
年
二
月
ご
ろ
に
は
表
１
に
示
し
た
よ
う
な｢

寄
せ
村｣
＝

村
合
併
・
庄
屋
削
減
の
作
業
を
終
え
て
い
る

(

４)

。
領
内
一
五
八
八
人
の
庄
屋
が
六
二

〇
人
削
減
さ
れ
、
九
六
八
人
と
な
る
。
飽
田
・
詫
摩
両
郡
な
ど
で
は
庄
屋
が
半
減

し
て
い
る
。

改
革
政
治
を
主
導
す
る
大
奉
行
・
堀
平
太
左
衛
門
の

｢

寄
せ
村｣

の
直
接
の
ね

ら
い
は
、
新
し
き

｢

村｣

に
よ
る
定
額
年
貢
の
請
負

(

＝

｢

受
合
免｣)

方
式
の

導
入
に
あ
る
が
、
明
和
・
安
永
期
に
は
連
続
す
る
凶
作
、
明
高
・
零
落
所
増
加
の

も
と
で
、｢

村｣

に
よ
る
年
貢
請
負
・
百
姓
成
立
ち
措
置
が
年
貢
の
不
安
定
を
招

き
、
手
永
が
、
こ
う
し
た

｢

村｣

の
広
域
的
保
障
組
織
と
し
て
の
役
割
を
顕
現
化

さ
せ
る
。
領
内
惣
庄
屋
に
よ
る

｢

繁
雑
帳｣

の
取
り
ま
と
め
は
、
そ
の
大
き
な
契

機
と
な
る
。

(

１)
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

藩
政
改
革
像
の
再
構
築｣

(『

歴
史

評
論』
七
一
七
号
、
二
〇
一
〇
年)

参
照
。

(

２)
｢

繁
雑
帳｣
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
二
点
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。
飽
田
・
詫
摩
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表１ ｢寄せ村｣ による村・庄屋統合の状況 (宝暦７年)

永青文庫蔵 ｢覚帳 宝暦六年�同七年迄｣ による｡

郡 名 等 村 数 庄 屋 数 削減庄屋数 寄せ村後の庄屋数

飽田・詫摩 231 248 130 118

上 益 城 207 77 130

下 益 城 194 55 139

宇土・八代 160 35 125

山 本 60 27 33

玉 名 264 263 121 142

山 鹿 70 25 45

菊 池 78 75 32 43

合 志 99 94 36 58

阿蘇・南郷 100 21 79

小 国 26 23 11 12

久 住 17 16 10 6

野 津 原 29 17 12

鶴 崎 49 23 26

合 計 1588 620 968



郡
域
な
ど
の
惣
庄
屋
を
歴
任
し
た
古
閑
家
の
も
と
に
一
冊

(

古
閑
家
蔵)

、
そ
し
て

民
政
家
中
山
昌
礼
が
編
纂
し
た
地
方
書
集
成

｢

井
田
衍
義｣

(

永
青
文
庫
蔵)

の
中

に
｢

明
和
繁
雑
帳

会
所
旧
記｣

と
題
す
る
一
冊
の
都
合
二
冊
で
あ
る
。
古
閑
家

の
｢

繁
雑
帳｣

の
奥
書
に
は

｢

右
三
隅
丈
八
ヨ
リ
借
受
、
写
取
畢
、
文
政
十
三
年

寅
十
二
月

古
閑
維
敬｣

と
あ
る
。
本
書
は
、
文
政
一
三

(

天
保
元
、
一
八
三
〇)

年
当
時
飽
田
郡
の
手
永
三
役
の
一
人
、
郡
代
手
附
横
目
で
あ
っ
た
古
閑
才
右
衛
門

が
、
下
益
城
郡
砥
用
手
永
・
宇
土
郡
松
山
手
永
な
ど
の
惣
庄
屋
を
歴
任
し
た
三
隅

丈
八
よ
り
借
り
受
け
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
期
的
に
み
て
、
三
隅
が
宇
土

郡
松
山
手
永
惣
庄
屋
時
代
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。｢

繁
雑
帳｣

は
松
山
会
所
に
具
備

さ
れ
、
三
隅
は
会
所
本
を
書
写
し
た
可
能
性
が
高
い
。
文
政
一
三
年
と
い
え
ば
、

｢

繁
雑
帳｣

提
出
か
ら
六
〇
年
近
い
年
数
を
経
て
い
る
が
、
内
容
構
成
が
網
羅
的
で

あ
り
、
か
つ
各
条
項
に
つ
い
て
藩
側
の
回
答
が
示
さ
れ
て
お
り
、｢

繁
雑
帳｣

は
先

任
の
惣
庄
屋
た
ち
が
積
み
上
げ
た
行
政
実
績
と
し
て
、
後
任
惣
庄
屋
が
継
承
す
べ

き
民
政
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
も
あ
っ
た
。｢

繁
雑
帳｣
は
最
終
的
に
藩
側
の
回
答
が
付
札

で
示
さ
れ
、
郡
代
を
通
じ
て
管
内
の
惣
庄
屋
に
返
却
さ
れ
て
お
り
、
二
点
の

｢

繁

雑
帳｣

に
は
付
札
・
貼
紙
類
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
古

閑
家
本
は
宇
土
郡
系
、｢

井
田
衍
義｣

本
は
飽
田
・
詫
摩
郡
系
と
い
え
る
が
、
古
閑

家
本
に
み
る
よ
う
に
書
写
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。｢

井
田
衍
義｣
本
は
貼
紙
類
が

乱
丁
化
し
た
写
本
を
書
写
し
て
お
り
、
善
本
と
は
い
え
な
い
が
、
書
写
の
く
り
返

し
に
よ
る
情
報
も
含
み
、
ま
た
藩
庁
側
に
残
さ
れ
た

｢

繁
雑
帳｣

と
し
て
、
こ
こ

で
は
定
本
と
し
て
使
用
し
た
。
な
お
、｢

明
和
繁
雑
帳

会
所
旧
記｣

は

『

藩
法
集

７
熊
本
藩』
(

藩
法
研
究
会
編
、
創
文
社)

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

(

３)

林
基

｢

宝
暦
〜
天
明
期
の
社
会
情
勢｣

(

岩
波
講
座

『

日
本
歴
史』

近
世
４
、
一

九
六
七
年)

、
佐
々
木
潤
之
介

｢

宝
暦
期
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て｣

(『

歴
史
学
研
究』

三
〇
四
号
、
一
九
六
五
年
、
の
ち

『

幕
末
社
会
論』

所
収
、
塙
書
房
、
一
九
六
九

年)

。

(

４)

永
青
文
庫
蔵

｢

宝
暦
七
年

覚
帳｣

。

���������������

惣
庄
屋
に
よ
る

｢

繁
雑
帳｣

の
取
り
ま
と
め
は
、
宝
暦
改
革
を
主
導
し
た
大
奉

行
で
当
時
家
老
に
列
し
て
い
た
堀
平
太
左
衛
門
の
指
示
を
契
機
に
始
ま
る
。
堀
は
、

宝
暦
改
革
後
、
緩
み
の
み
え
て
い
た
財
政
状
況
を
引
き
締
め
る
べ
く
、
明
和
三

(

一
七
六
六)

年
か
ら
五
年
間
の
予
定
で
財
政
緊
縮
の
徹
底
を
命
じ
、
同
七
年
三

月
、
い
わ
ば
藩
行
政
の
大
幅
な
ス
リ
ム
化
を
図
る
べ
く
地
方
業
務
に
お
い
て
省
略
・

削
減
で
き
る
も
の
の
洗
い
出
し
を
命
じ
た
。｢

年
々
覚
頭
書｣

明
和
七
年
三
月
条

に
、｢

御
郡
中
御
用
向
取
扱
繁
雑
ニ
相
成
候
ニ
付
、
し
ら
へ
之
儀
ニ
付
、
平
太
左

衛
門
殿
書
付
被
相
渡
候
事

(

１)｣

と
あ
る
よ
う
に
、
堀
は
、｢

御
郡
中
御
用
向｣

が

｢

繁
雑｣

化
し
て
い
る
と
の
現
状
認
識
の
も
と
で
担
当
部
局
の
郡
方
に
対
し
省
略

で
き
る
業
務
の
洗
い
出
し
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。｢

繁
雑｣

調
べ
方
を
命
じ
た

意
図
に
つ
い
て
、
堀
平
太
左
衛
門
自
身
は
、
安
永
初
年
の
時
点
で
、
堀
の
改
革
政

治
を
批
判
し
た
用
人
の
益
田
弥
一
右
衛
門
の
上
書
に
応
え
る
な
か
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

此
繁
雑
之
儀
ハ
、
御
郡
代
又
ハ
御
惣
庄
屋�
発
り
候
事
ニ
者
無
之
、
惣
庄
屋

并
村
々
ニ
而
取
計
候
事
、
無
益
之
儀
と
可
有
之
候
処
、
一
々
ニ
者
御
役
所
ニ

相
分
不
申
、
其
事
々
委
く
受
届
候
ハ
ヽ
、
省
略
之
筋
も
可
有
之
候
条
書
出
候

様
、
尤
諸
事
憚
な
く
書
出
候
様
ニ
相
達
候
処
、
数
十
ヶ
条
書
出
、
其
内
ニ
ハ

不
敬
之
儀
、
又
ハ
間
違
之
儀
も
候
へ
と
も
、
初�
其
段
ハ
差
免
し
書
出
せ
候

事
ニ
付
、
其
分
ニ
而
取
上
置
、
段
々
と
申
談
、
先
差
寄
之
儀
者
追
々
相
達
候

処
、
各
ケ
条
之
内
ニ
者
、
御
郡
と
町
と
懸
り
合
候
儀
も
有
之
、
或
者
御
出
方

ニ
相
成
候
事
も
有
之
、
此
等
ハ
其
役�
ニ
懸
合
、
彼
是
容
易
ニ
決
し
難
き

事
ハ
、
重
畳
僉
議
仕
事
ニ
御
座
候
、
元
来
下�
願
出
候
儀
ニ
者
無
御
座
、
此

方
よ
り
書
出
せ
取
捨
仕
候
事
ニ
付
、
此
儀
専
ら
ニ
ハ
不
申
談
候
、
御
用
之
隙
々

を
見
合
申
談
候
故
、
延
引
も
仕
候
由

(

２)

、

堀
の
説
明
は
、
す
で
に
惣
庄
屋
側
か
ら
堀
の
意
図
に
反
し
た

｢

繁
雑
帳｣

が
提
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出
さ
れ
た
後
で
も
あ
り
、
逆
に
堀
の
本
音
が
う
か
が
え
る
。
堀
は
、｢

繁
雑｣

調

べ
方
が
決
し
て
郡
代
・
惣
庄
屋
側
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
藩

行
政
を
統
括
す
る
大
奉
行
の
自
分
が
地
方
行
政
の
現
場
で

｢

無
益｣

と
な
り
、

｢

省
略｣
で
き
る
業
務
の
洗
い
出
し
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
地
方
業
務
の
ス
リ

ム
化
に
こ
そ
本
来
の
目
的
が
あ
つ
た
と
の
口
吻
を
示
す
。
と
こ
ろ
が
惣
庄
屋
に
よ

る

｢

繁
雑
帳｣
の
提
出
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も

｢

繁
雑
之
儀｣

が
地
方
行
政
の
現

場
か
ら
提
案
さ
れ
た
よ
う
な
結
果
と
な
り
、
し
か
も
、
内
容
的
に

｢

諸
事
憚
な
く

書
出｣

し
た
、｢

不
敬｣
で

｢

間
違｣

も
あ
る
も
の
が
出
さ
れ
た
、
と
の
思
い
が

あ
る
。

次
に

｢

繁
雑
帳｣

の
条
文
を
示
す
。
同
帳
は
都
合
一
五
一
か
条
か
ら
な
っ
て
い

る
。
一
例
と
し
て
第
一
条
目
を
示
す
。

一
御
高
札
場
之
事
、

此
儀
、
御
町
内
ニ
御
座
候
所
々
者
、
御
出
方
を
以
被
仰
付
由
、
御
郡
内
ニ

御
座
候
分
者
、
御
郡
中�
出
銀
を
以
建
替
修
覆
等
仕
来
り
申
候
、
御
郡
と

御
町
と
不
対
ニ
御
座
候
ニ
付
、
御
町
と
同
様
ニ
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

｢

上
ノ
付
札

此
儀
、
熊
本
御
高
札
場
之
儀
茂
、
新
規
修
覆
共
、
従
前
々
竹
木
者
被
渡

下
、
作
料
其
外
一
式
入
目
銀
者
町
中�
割
賦
被
仰
付
事
ニ
付
、
御
郡
・

在
町
共
ニ
竹
木
者
御
山�
被
渡
下
、
諸
入
目
者
御
郡�
出
銀
を
以
取
計

可
申
旨
ニ
付
、
其
通
可
被
相
心
得
候
事
、

但
、
川
尻
・
八
代
等
之
町
々
茂
同
前
ニ
候
事
、

｣

惣
庄
屋
は
、
最
初
に
洗
い
出
し
た
課
題
を
事
書
で
示
し
、
次
に
課
題
に
つ
い
て

の
惣
庄
屋
中
の
解
決
策
・
提
案
を

｢

此
儀｣

で
始
ま
る
文
章
で
示
し
て
い
る
。
本

条
は
、
高
札
場
の
建
替
え
・
修
復
に
つ
い
て
、
町
方
で
あ
れ
ば

｢

御
出
方｣

＝
藩

側
の
経
費
負
担
が
な
さ
れ
る
の
に
、
郡
中
の
そ
れ
は
郡
中
負
担
と
な
っ
て
い
る
と

異
議
を
申
し
立
て
、
町
方
と
同
様
の
扱
い
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
堀
平
太
左
衛

門
の
意
図
は
、
省
略
で
き
る
地
方
業
務
の
洗
い
出
し
に
あ
っ
た
が
、
本
条
に
み
る

よ
う
に
、
惣
庄
屋
が
提
示
し
た
の
は
地
方
制
度
・
地
方
業
務
の
問
題
点
で
あ
り
、

｢

繁
雑
帳｣

は

｢

下
方｣

の
格
好
の
異
議
申
し
立
て
の
場
と
な
る
。
藩
側
の
回
答

は
安
永
六

(

一
七
七
七)

年
ま
で
遅
れ
る
が
、
鉤
括
弧
の
な
か
の

｢

此
儀｣

で
始

ま
る

｢

上
ノ
付
札｣

の
部
分
が
藩
側
＝
郡
方
の
回
答
で
あ
る
。｢

上
ノ
付
札｣

と

あ
る
ご
と
く
、
藩
側
の
回
答
は
各
条
項
の
上
部
に
付
札
で
貼
付
さ
れ
、
惣
庄
屋
側

に
返
却
さ
れ
て
い
る
。

表
２
は

｢

繁
雑
帳｣

の
全
一
五
一
か
条
を
内
容
別
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

俎
上
に
上
げ
ら
れ
た
課
題
は
地
方
行
政
の
根
本
問
題
か
ら
手
永
固
有
の
事
案
ま
で

多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
藩
政
初
期
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
拡
大
し
た

社
会
の
公
共
業
務
の
実
情
が
あ
り
、
か
つ
初
期
段
階
に
は
表
出
さ
れ
な
か
っ
た
個

別
事
案
も
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。｢

繁
雑
帳｣

は
明
和
七
年
六
月
末
か
ら
翌

月
中
旬
に
か
け
て
の
惣
庄
屋
寄
合
を
経
て
、
明
和
七
年
閏
六
月
下
旬
に
郡
代
を
通

し
て
藩
庁
郡
方
に
提
出
さ
れ
、
主
に
郡
代
が
回
答
の
た
め
の
対
応
方
に
当
た
っ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。｢

繁
雑
帳｣

の
取
り
ま
と
め
方
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
惣
庄

屋
が

｢

寄
合｣

の
場
が
持
っ
て
い
る
こ
と
、
最
終
的
に

｢

御
惣
庄
屋
中
連
印｣

を

と
り
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
惣
庄
屋
寄
合
の
日
程
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

Ⅰ
期

｢

明
和
七
寅
六
月
廿
五
日�
廿
七
日
迄
寄
合

但
、
廿
五
日

本
庄
善
光
院

廿
五
日
廿
六
日

大
津
竹
迫
宿

｣

Ⅱ
期

｢

閏
六
月
四
日

於
野
津
会
所
一
手
寄
合

｣

Ⅲ
期

｢

閏
六
月
十
一
日

本
庄
、
十
二
日

池
田
、
十
三
日

田
迎
、

十
四
日

横
手
、
十
五
日

本
庄
、
十
六
日

池
田
、
十
七
日

本
庄

｣

堀
が

｢

繁
雑｣

調
べ
方
を
命
じ
た
の
が
こ
の
年
の
三
月
で
あ
り
、
惣
庄
屋
は
ほ

ぼ
三
か
月
余
を
経
て
寄
合
を
も
っ
た
こ
と
に
な
る
。
惣
庄
屋
寄
合
は
、
六
月
二
五

日
の
詫
摩
郡
本
庄
手
永
善
光
院
に
始
ま
り
、
翌
閏
六
月
十
六
日
の
本
庄
に
終
わ
っ

て
い
る
。
本
庄
を
中
心
に
寄
合
が
も
た
れ
た
の
は
、
熊
本
城
下
に
隣
接
し
て
白
川

の
川
向
こ
う
に
位
置
し
、
薩
摩
・
日
向
両
街
道
の
合
流
点
で
あ
り
、
惣
庄
屋
が
寄
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り
合
う
の
に
適
し
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
す
で
に
宝
暦
一
四

(
一
七
六

四)

年
当
時
、
飽
田
・
詫
摩
郡
の
惣
庄
屋
は

｢

月
次
仲
間
寄
合｣

を
行
う
ほ
ど
の

関
係
に
あ
る
が
、
場
所
に
つ
い
て
は
輪
番
で
町
屋
を
寄
合
場
所
に
借
用
し
て
い
る

状
態
で
あ
り
、
こ
の
年
、｢

飽
田
・
詫
广
継
飛
脚
屋
敷｣

の
一
角
に
、
二
間
に
四

間
ほ
ど
の
古
屋
を
建
て
増
し
、｢

寄
合
場｣

と
し
て
い
る

(

３)

。
し
た
が
っ
て
明
和
七

年
当
時
、
こ
の
寄
合
場
は
存
在
し
て
い
た
が
、
と
て
も
領
内
惣
庄
屋
の
寄
合
場
所

に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
今
回
の
寄
合
で
は
領
内
惣
庄
屋
の
集
合
に
適
し
た
手
広

い
寺
院
を
最
初
の
寄
合
場
所
に
当
て
て
い
る
。

飽
田
・
詫
摩
両
郡
以
外
の
惣
庄
屋
も
職
務
上
毎
年
何
度
か
熊
本
城
下
に
来
て
い

る
が
、｢

繁
雑
帳｣

取
ま
と
め
は
領
内
惣
庄
屋
を

｢

寄
合｣

と
い
う
形
で
結
集
さ

せ
た
と
い
う
意
味
で
画
期
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
都
合
一
〇
回
に
及
ぶ
寄
合

も
熊
本
の
次
宿
の
大
津
竹
迫
宿
も
含
め
て
、
飽
田
・
詫
摩
両
郡
内
を
巡
回
す
る
形

で
開
催
さ
れ
、
閏
六
月
四
日
に
八
代
城
下
近
く
の
野
津
会
所
ま
で
一
日
だ
け
出
張

す
る
方
式
を
と
っ
た
。
表
３
は
惣
庄
屋
の
各
寄
合
へ
の
出
席
状
態
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
出
席
の
形
態
は
、
①
Ⅰ
期
・
Ⅲ
期
の
出
席

(

一
一
人)

、
②
Ⅰ
期
・

Ⅱ
期
の
出
席

(

一
人)

、
③
Ⅰ
期
の
み
の
出
席

(

五
人)

、
④
Ⅱ
期
の
み
の
出
席

(

二
人)

、
⑤
Ⅱ
期
・
Ⅲ
期
の
出
席

(

一
人)

、
⑥
Ⅲ
期
の
み
の
出
席

(

一
〇
人)

と
な
る
。
結
局
、
三
期
を
通
し
て
出
席
し
た
惣
庄
屋
は
一
人
も
い
な
い
。
ま
た
一

度
も
寄
合
に
出
席
し
て
い
な
い
惣
庄
屋
も
二
〇
人
を
数
え
る

(

表
４)

。

惣
庄
屋
寄
合
の
開
催
状
況
、
惣
庄
屋
の
出
席
状
態
を
み
る
と
、
寄
合
は
飽
田
・

詫
摩
両
郡
に
集
中
し
て
開
催
さ
れ
、
一
度
だ
け
遠
方
の
八
代
方
面
に
出
張
す
る
方

式
を
と
っ
て
い
る
。
飽
田
・
詫
摩
両
郡
で
も
寄
合
場
所
は
本
庄
が
四
回
と
最
も
多

く
、
次
い
で
池
田
の
二
回
で
あ
り
、
本
庄
で
寄
合
を
終
了
し
て
い
る
。｢

繁
雑
帳｣

は

｢

飽
田
・
詫
摩
御
惣
庄
屋
共

(

４)｣

を
中
心
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
両
郡
内
で
寄
合

を
開
催
し
つ
つ
、
合
志
郡
竹
迫
・
八
代
郡
野
津
に
出
張
し
て
全
体
の
と
り
ま
と
め

と

｢

御
惣
庄
屋
中
連
印

(

５)｣

を
得
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
野
津
手
永
の
野
津
瀬
兵
衛

の
み
Ⅰ
期
と
Ⅱ
期
に
出
席
し
て
い
る
よ
う
に
、
野
津
瀬
兵
衛
は
野
津
で
の
寄
合
開

催
の
役
目
を
担
い
、
Ⅰ
期
の
寄
合
に
出
席
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
一
度
も
出
席

し
て
い
な
い
惣
庄
屋
に
は
遠
い
郡
部
の
も
の
が
多
い
が
、
当
然
通
知
は
な
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
何
ら
か
の
意
思
確
認
は
な
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

｢

繁
雑
帳｣

の
提
出
形
態
、
提
出
後
の
藩
当
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、｢

繁

雑
帳｣

に
記
さ
れ
た
書
入
れ
・
付
札
類
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。｢

繁
雑
帳｣

末
尾
に
次
の
よ
う
な
説
明
文
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。

此
繁
雑
帳
三
巻
、
明
和
六
年
寅
六
月
、
惣
庄
屋
中
連
印
ニ
而
相
達
候
処
、
安

永
七
年
酉
七
月
、
御
付
札
ニ
御
下
ケ
御
沙
汰
ニ
相
成
候
事
、

こ
の
書
き
入
れ
に
は
年
季
に
誤
り
が
あ
る
。
提
出
時
期
の

｢

明
和
六
寅
六
月｣
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表２ ｢繁雑帳｣ の内容別条項構成

永青文庫蔵 ｢明和繁雑帳 会所旧記｣ による｡

内容 条項構成
公的施設・役人役宅繕い普請 1～9条､ 150・151条
夫役・諸使役 13～15条､ 17～28条
宿駅人馬継立・飛脚 33～42条､ 44条､ 46条
年貢・諸上納 65～80条､ 131～149条
諸運上 95条
村出銀 96条
津口陸口運上銀 122条
在役人 10～12条､ 16条､ 128条
在御家人 81条
身分・村人数 82・83条､ 91・92条
村役人 97条
惣庄屋・会所役人 100条
給人・在宅衆 84～86条
零落所救済 89・90条
農業 125・126条
奉公人 94条､ 102～115条
公事・願筋手続き 87・88条
御達筋 129・130条
水利・土木普請 116～121条､ 127条
産業・殖産 29～32条､ 43条､ 45条､ 61～64条
造船・船改 123・124条
在方商業 93条
御山維持・管理 47～60条
火事・祈祷・雨乞・虫追 98・99条､ 101条



は
明
和
七
年
閏
六
月
、
藩
側
の
付
札
に
よ
る
回
答
時
期

の

｢

安
永
七
年
酉
七
月｣

は
安
永
六
年
七
月
の
誤
り
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
説
明
文
に
よ
っ
て

｢

繁
雑
帳｣

が

三
冊
の
冊
子
体
、｢

御
惣
庄
屋
中
連
印｣

の
形
態
で
提

出
さ
れ
た
こ
と
、
藩
側
の
回
答
が
安
永
六
年
七
月
ま
で

ず
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
堀
と
同
じ
用
人

出
身
の
益
田
弥
一
右
衛
門
は
安
永
初
年
、
堀
主
導
の
改

革
政
治
を
批
判
し
た
上
書
を
出
し
、｢

繁
雑
之
儀｣

に

対
す
る
回
答
の
遅
れ
を

｢

下
ニ
而
評
判｣

し
て
い
る
と

批
判
し
て
い
る

(

６)

。
藩
当
局
は
益
田
の
上
書
を
受
け
て

｢

繁
雑
帳｣

の
全
条
項
に
わ
た
る
回
答
の
準
備
を
始
め

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
藩
側
の
回
答
に
際
し
て
、｢

繁
雑
帳｣

(

古
閑
家
本)

末
尾
に
貼
付
さ
れ
た
次
の

｢

口
達｣

と

題
さ
れ
た
付
紙
は
注
目
さ
れ
る
。
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表３ 惣庄屋寄合への参加状態 (明和７年)

郡・手永
惣庄屋名

寄合の月日
・場所 ６

・
25

６
・
26

６
・
27

閏
６
・
４

閏
６
・
11

閏
６
・
12

閏
６
・
13

閏
６
・
14

閏
６
・
15

閏
６
・
16

閏
６
・
17

本
庄

大
津

竹
迫

野
津

本
庄

池
田

田
迎

横
手

本
庄

池
田

本
庄

飽田郡 五町 永井 宇七兵衛 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
〃 横手 横手 金兵衛 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
〃 池田 池田 立蔵 ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ ○
〃 銭塘 銭塘 仙助 ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ―
詫摩郡 本庄 大賀 嘉兵衛 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
〃 田迎 田迎 兵右衛門 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山本郡 正院 正院 次郎三 ○ ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ○ ○
玉名郡 小田 小田 茂助 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
菊池郡 河原 河原 長左衛門 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ―
合志郡 大津 大津 佐七 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ―
阿蘇郡 布田 布田 太助 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ―
上益城郡 鯰 鯰 市右衛門 ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ○ ―
〃 矢部 矢部 忠兵衛 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ―

下益城郡 杉島 杉嶋茂次右衛門 ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ―
〃 河江 河江 宅右衛門 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宇土郡 松山 松山 右七 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
八代郡 野津 野津 瀬兵衛 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―
〃 種山 種山 弥平次 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宇土郡 郡浦 郡浦 又左衛門 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―
八代郡 高田 高田 冨右衛門 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―
葦北郡 田浦 田浦 助兵衛 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
〃 津奈木 津奈木養 衛門 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ○
玉名郡 南関 南関次郎左衛門 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山鹿郡 山鹿 山鹿 素兵衛 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ―
菊池郡 深川 深川 次右衛門 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
合志郡 竹迫 竹迫 宇左衛門 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
阿蘇郡 内牧 内牧 半助 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
〃 高森 高森 嘉三太 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
上益城郡 木倉 木倉 平蔵 ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○
豊後領 久住 久住 文五郎 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

郡・手永名 惣庄屋名
上益城郡 沼山津 (光永) 七助
〃 甲佐 (新野尾) 清左衛門

下益城郡 廻江 (藤井) 常右衛門
〃 中山 (米村) 多太夫
〃 砥用 (篠原) 貞八

葦北郡 水俣 (深水) 吉左衛門
〃 湯浦 (鳥居) 伊左衛門
〃 久木野 (伊藤) 吉次兵衛
〃 佐敷 (伊藤) 次三太
玉名郡 荒尾 (井上) 寿右衛門
〃 坂下 (河野) 角右衛門
〃 中富 (野田) 文右衛門
山鹿郡 中村 (西嶋) 助
阿蘇郡 坂梨 (小山) 勘助
〃 野尻 (野尻) 弥平郎
〃 菅尾 (山村) 市兵衛
〃 北里 (北里) 伝兵衛

『肥後読史総覧』 による｡

表４ 惣庄屋寄合への不参加者一覧

永青文庫蔵 ｢明和繁雑帳 会所旧記｣ による｡ ○印＝参加､ ―印＝不参加｡



口
達

下
方
繁
雑
之
儀
ニ
付
先
年
各
被
申
談
帳
面
致
出
来
、
受
取
置
候
、
右
帳
面
今

度
夫
々
付
札
出
来
相
渡
候
間
、
付
札
之
通
被
相
心
得
、
夫
々
不
洩
様
可
被
申

付
候
、
猶
又
不
審
之
儀
茂
有
之
候
ハ
ヽ
追
々
可
被
申
達
候
、
追
而
及
達
可
申

と
付
札
用
置
候
分
相
分
次
第
可
申
達
候
、
付
札
之
内
ニ
内
作
有
之
面
々
高
主

之
儀
ニ
付
、
士
席
以
上
へ
此
方
よ
り
申
達
候
紙
面
、
松
山
手
永
分
五
通
、
郡

浦
手
永
分
十
六
通
此
節
相
渡
候
間
、
在
宅
之
村
々
庄
屋
ヘ
被
相
渡
、
庄
屋�

夫
々
相
達
候
様
可
被
申
付
候
、
寺
社
方
并
御
家
人
中
、
将
又
軽
キ
輩
へ
ハ
、

各�
不
洩
様
紙
面
を
以
可
被
申
通
候
、
此
方
よ
り
士
席
以
上
江
申
達
候
文
案

も
相
添
置
候
間
、
此
見
合
を
以
可
被
相
達
候
、
以
上
、

酉
七
月

筑
紫
丹
右
衛
門

郡
浦
又
左
衛
門
殿

松
山

才
作
殿

こ
れ
は
、
宇
土
郡
代
筑
紫
丹
右
衛
門
が
、
管
内
の
二
人
の
惣
庄
屋
に
対
し
、
回

答
の
付
札
が
貼
付
さ
れ
た

｢

繁
雑
帳｣

の
返
却
に
際
し
て
留
意
点
を
記
し
、｢

繁

雑
帳｣

末
尾
に
貼
付
し
て
惣
庄
屋
側
に
返
却
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る

(

７)

。
冒
頭
に

｢

先
年
各
被
申
談
帳
面｣

＝

｢

繁
雑
帳｣

を

｢

受
取
置
候｣

と
あ
る
ご
と
く
、｢

繁

雑
帳｣

へ
の
直
接
の
対
応
方
に
当
た
っ
た
の
は
郡
代
中
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、

筑
紫
丹
右
衛
門
の

｢

口
達｣

付
紙
に
見
る
ご
と
く
、
回
答
の
付
札
が
貼
付
さ
れ
た

｢

繁
雑
帳｣

は
各
郡
の
郡
代
ご
と
に
用
意
さ
れ
、
管
内
の
惣
庄
屋
側
に
返
却
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
。

(

１)

永
青
文
庫
蔵

｢

年
々
覚
頭
書

明
和
五
年
ヨ
リ
同
八
年
迄｣

。

(

２)

永
青
文
庫
蔵

｢

封
事
達
書｣

。『

新
熊
本
市
史

近
世
史
料
編
Ⅰ』

四
〇
七
頁
。

(

３)

松
本
寿
三
郎
氏
所
蔵
文
書

｢

諸
御
法
度
筋
・
御
郡
御
記
録
抜
書｣

宝
暦
一
四
年

申
五
月
条
。
な
お
、
こ
の
宝
暦
一
四
年
に
毎
月
一
二
日
の

｢

月
次
寄
合｣

が
決
ま
っ

て
お
り
、
領
内
惣
庄
屋
の
な
か
で
も

｢

飽
田
・
詫
摩
御
惣
庄
屋
共｣

は
、
日
常
的

に
寄
合
・
継
飛
脚
を
通
じ
て
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。

(

４)
｢

明
和
繁
雑
帳

会
所
旧
記｣

、『

藩
法
集

７
熊
本
藩』

四
六
二
頁
。

(

５)
｢

明
和
繁
雑
帳

会
所
旧
記｣

、『

藩
法
集

７
熊
本
藩』

五
〇
五
頁
。

(

６)
『

新
熊
本
市
史

近
世
史
料
編
Ⅰ』

四
〇
七
頁
。

(

７)

筑
紫
丹
右
衛
門
は
こ
の
時
期
三
度
に
わ
た
っ
て
宇
土
郡
代
と
な
り

(

西
山
禎
一

編

『

熊
本
藩
役
職
者
集
成』

二
六
六
頁)

、
二
期
目
丹
右
衛
門
と
同
一
人
物
の
想
定

も
さ
れ
る
筑
紫
一
郎
右
衛
門
は

｢

繁
雑
帳｣

の
う
ち
一
〇
か
条
に
つ
い
て
両
惣
庄

屋
に
宇
土
郡
の
状
況
に
つ
い
て
尋
問
し
、
惣
庄
屋
は
明
和
九
年
五
月
一
三
日
付
で

回
答
の

｢

覚
書｣

を
上
申
し
て
い
る
。
こ
の

｢

覚
書｣

は
写
本
の
過
程
で

｢

繁
雑

帳｣

に
混
在
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
付
紙
は
、｢

井
田
衍
義｣

本
で
は
第
二
五

条
と
第
二
六
条
の
間
に
記
載
さ
れ
て
い
る

(『

藩
法
集

７
熊
本
藩』

四
六
二
・
三

頁)

。

����������������������
惣
庄
屋
は
、｢

繁
雑
帳｣

に
お
い
て
改
革
政
治
と
農
村
社
会
の
あ
り
方
の
根
幹

に
関
わ
る
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
て
い
る
。
明
和
・
安
永
期
は
宝
暦
改
革
の
基
本

政
策
が
継
続
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
藩
庁
郡
方
の
記
録

｢

覚
帳｣

に

｢

明
高｣

(

耕
作
放
棄
さ
れ
た
田
畑)

に
関
わ
る
事
案
が
急
増
し
、｢

零
落
所｣

の
存
在
も
問

題
化
す
る
。
惣
庄
屋
は
、
こ
の
農
村
の
基
本
問
題
に
対
し
て
直
接
的
に
は
二
つ
の

提
案
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
改
革
政
治
の
継
続
そ
の
も
の
に
対
す
る
異
議
申

し
立
て
、
そ
し
て
郡
方
へ
の
願
筋
上
申
ル
ー
ト
確
立
に
向
け
た
要
求
で
あ
る
。
ま

ず
惣
庄
屋
は
、
次
に
示
す
第
一
三
〇
条
に
お
い
て
、
改
革
政
治
に
対
す
る
異
議
申

し
立
て
に
通
じ
る

｢

新
法｣

停
止
を
求
め
る
。

一
諸
御
郡
御
百
姓
共
江
御
達
筋
之
儀
、
此
以
後
者
御
慈
悲
之
上
、
何
卒
御
新

法
之
儀
、
暫
ク
被
仰
付
不
被
下
候
様
有
御
座
度
奉
存
候
、

惣
庄
屋
は
、
明
確
に

｢

御
達
筋｣

発
令
の
停
止
＝

｢

新
法｣

停
止
を
求
め
て
い
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る
。
惣
庄
屋
の
言
う

｢

新
法｣

と
は
、
時
期
的
に
は
改
革
政
治
が
矢
継
ぎ
早
に
打

ち
出
す

｢

御
達
筋｣

で
あ
り
、
ま
た
堀
平
太
左
衛
門
を
批
判
し
た
益
田
弥
一
右
衛

門
の
上
書
の
表
現
に
よ
れ
ば
、｢

上
之
御
為
ニ
不
相
成
、
下
々
迷
惑｣

な
る
文
字

通
り
の

｢
新
法｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
藩
当
局
に
対
し

｢

新
法｣

停
止
を
求
め

た
こ
と
は
、
改
革
政
治
の
継
続
に
対
す
る

｢

下
方｣

の
強
烈
な
異
議
申
し
立
て
に

通
じ
る
。

そ
し
て
惣
庄
屋
は
、
藩
当
局
に
対
し
当
時
の
農
村
社
会
の
根
本
問
題
へ
の
行
政

対
応
を
求
め
る
。
注
目
し
た
の
は

｢

諸
願
筋｣

の
上
申
手
続
き
と

｢

零
落
所｣

救

済
問
題
に
関
す
る
第
八
八
条
〜
九
〇
条
で
あ
る
。
ま
ず
願
筋
上
申
手
続
き
確
立
に

関
す
る
第
八
八
条
を
示
す

(

以
下
、
藩
側
回
答
の
付
札
省
略)

。

一
下
方�
諸
願
筋
之
事
、

此
儀
、
筋
々
願
出
申
筈
御
座
候
処
、
手
寄
を
以
御
侍
衆
又
者
御
役
人
衆

江
内
々
申
出
、
願
筋
大
概
相
済
候
程
ニ
仕
付
、
其
上
ニ
而
私
共
方
へ
相

達
候
儀
有
之
、
手
寄
を
求
候
儀
専
ニ
相
心
得
、
自
然
と
御
百
姓
之
持
前

取
失
ひ
類
引
ニ
も
相
成
申
候
、
依
之
以
来
筋
違
ニ
相
頼
候
儀
等
、
決
而

取
持
無
之
様
有
之
度
奉
存
候
、
下
方�
者
一
切
筋
々
相
願
候
様
、
若
筋

違
内
々
頼
廻
り
候
ハ
ヽ
急
度
可
被
仰
付
旨
、
一
統
被
為
及
御
達
被
下
度

奉
願
候
、

惣
庄
屋
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
下
方
願
筋
の
不
正
常
な
上
申
手
順
の
排
除
、

｢

筋
々
願
筋｣

＝
正
常
な
願
筋
上
申
手
続
き
の
確
立
で
あ
る
。
惣
庄
屋
の
い
う

｢

筋
々
願
筋｣

と
は
、
惣
庄
屋
の
も
と
で
村
方
の
願
筋
を
取
り
ま
と
め
、
郡
代
を

通
じ
て
藩
庁
郡
方

(

郡
間)

に
上
申
す
る
方
式
で
あ
る
。
惣
庄
屋
に
よ
る
と
、
当

時
、
村
方
・
百
姓
が
給
主
や
役
人
な
ど

｢

手
寄｣

に
よ
っ
て
願
筋
の
段
取
り
を
つ

け
、
大
方
見
通
し
が
立
っ
た
と
こ
ろ
で
惣
庄
屋
に
知
ら
せ
、
文
書
作
成
を
求
め
る

よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
。
惣
庄
屋
は
、
こ
う
し
た
下
方
願
筋
の

｢

取
持｣

を

排
除
し
、
蔵
入
地
・
知
行
地
の
別
な
く
手
永
制
に
立
脚
し
、
会
所
に
お
い
て
上
申

文
書
を
作
成
し
、
郡
代
を
介
し
て
上
申
文
書
が
郡
方
に
提
出
さ
れ
る
、
文
字
通
り

の

｢

筋
々
願
筋｣

上
申
手
続
き
の
確
立
を
求
め
る
。

下
方

｢

諸
願
筋｣

は
、
多
く
は
郡
方
の
行
政
記
録

｢

覚
帳｣ (

１)

に
反
映
さ
れ
る
。

｢

覚
帳｣

の
記
載
形
態
を
み
る
と
、
宝
暦
改
革
期
に
大
き
く
変
化
し
、
明
和
期
が

画
期
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
願
筋
な
ど
の
上
申
事
案
を
記
録
す
る
場
合
、
そ

の
処
理
結
果
の
概
要
を
記
録
し
て
い
た

｢

覚
帳｣

が
、
改
革
期
に
入
る
と
願
筋
の

上
申
文
書
と
文
書
処
理
の
過
程
を
一
括
し
て
記
録
し
始
め
、
明
和
期
に
入
る
と
、

｢

覚
帳｣

は
こ
う
し
た
上
申
事
案
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

(

２)

。
惣
庄
屋
の
願
筋

上
申
に
関
す
る
異
議
申
し
立
て
は
、｢

覚
帳｣

の
形
態
変
化
と
符
節
す
る
も
の
と

評
価
で
き
る
。

そ
し
て
下
方
願
筋
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
零
落
所
問
題
に
つ
い
て
、
惣
庄
屋
は

第
九
〇
条
で
次
の
よ
う
な
要
求
を
す
る
。

一
分
而
零
落
村
々
之
事
、

此
儀
、
諸
手
永
共
ニ
村
ニ�
田
畑
之
地
味
替
候
様
、
御
免
不
釣
合
ニ
有

之
、
ね
ん�
と
及
零
落
、
高
地
請
持
兼
候
ニ
而
者
高
役
も
差
支
、
根

付
草
浚
も
手
永
之
難
題
ニ
相
成
、
私
共
儀
も
種
々
取
計
候
得
共
、
及
了

簡
不
申
、
諸
作
出
来
方
不
宜
候
ニ
而
者
御
損
毛
相
立
、
奉
恐
入
も
候
様

之
所
柄
者
、
追
々
可
然
様
ニ
御
仕
法
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

前
条

(

第
八
九
条)

も
零
落
所
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
が
、
惣
庄
屋
は
、
そ
の

冒
頭
で

｢

諸
御
郡
村
々
零
落
所
者
、
何
角
ニ
而
必
多
度
上
之
御
難
題
ニ
茂
罷
成
り
、

於
私
共
も
奉
恐
入
候｣

と
、
今
後
、
零
落
所
問
題
が

｢

上
之
御
難
題｣

と
な
り
、

｢

手
永
之
難
題｣

に
な
る
と
の
認
識
を
示
し
つ
つ
、
手
永
で
は

｢

了
簡｣

に
及
び

か
ね
る
と
し
て

｢

上｣

の
取
り
組
み
、
具
体
的
に
は
零
落
所
生
成
の
根
底
に
あ
る

｢
御
免
不
釣
合｣

是
正
に
向
け
た

｢

御
仕
法｣

を
求
め
る
。

｢
御
免
不
釣
合｣

｢

土
貢
不
釣
合｣

と
は
、
明
和
期
以
降
、
惣
庄
屋
が
零
落
所

に
関
わ
る
願
筋
で
使
用
す
る
常
套
文
句
で
あ
る
。
農
業
生
産
力
の
実
状
と

｢

御
免｣

(｢

土
貢｣)
と
が
相
応
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
惣
庄
屋
が
藩
側
に

｢

御
仕
法｣

と
し
て
求
め
た
の
は
、｢

御
足
米｣

｢

願
米｣

と
称
す
る
手
永
へ
の
経
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済
付
与
で
あ
る
。
手
永
に
村
方
救
済
の
財
源
が
あ
れ
ば
、
豊
作
時
で
も

｢

五
ヶ
村
、

三
ヶ
村
損
引
不
仰
付
候
而
難
成
村｣

(

第
八
九
条)

を
生
む
よ
う
な
、
手
永
内
に

常
態
化
し
て
い
る
零
落
所
問
題
に
対
処
で
き
る
と
惣
庄
屋
側
は
主
張
す
る
。
注
目

し
た
い
の
は
藩
当
局
の
姿
勢
で
あ
る
。
改
革
政
治
を
統
括
す
る
堀
平
太
左
衛
門
は
、

｢

繁
雑
帳｣
提
出
か
ら
約
半
年
後
、
こ
う
し
た
惣
庄
屋
の
主
張
と
は
対
抗
す
る
立

場
を
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

覚

一
御
郡
之
内
、
所
ニ�
候
而
ハ
秋
ニ
至
色
々
申
立
之
願
有
之
、
右
願
筋
相
糺

候
内
彼
是
之
隙
取
候
得
者
、
御
免
極
も
及
遅
滞
候
ニ
付
、
吟
味
熟
不
申
内

御
米
被
下
候
も
有
之
、
右
之
通
ニ
而
者
第
一
御
郡
中
不
同
之
沙
汰
ニ
成
行

候
儀
如
何
ニ
候
、
零
落
付
而
者
願
米
ハ
先
年
も
申
達
候
通
、
容
易
ニ
取
上

候
而
者
一
統
上
ニ
も
た
れ
候
様
成
行
、
却
而
勧
農
ニ
可
相
障
候
、
其
上
御

手
ニ
も
難
被
及
儀
候
間
、
其
旨
可
被
相
心
得
候
、
乍
然
至
而
様
子
も
有
之
、

其
分
ニ
而
難
被
閣
所
も
候
ハ
ヽ
、
春
之
内
可
被
相
達
候
事
、

但
、
窮
飢
之
者
御
救
ハ
格
別
之
事
、

一
土
免
・
損
方
共
毛
上
ニ
応
し
、
下
方
も
得
心
之
上
御
免
相
極
候
処
、
間
ニ

ハ
無
理
ニ
通
り
方
ニ
被
申
付
候
由
ニ
而
、
追
而
者
御
年
貢
不
足
之
儀
専
ニ

申
立
有
之
、
右
之
通
ニ
而
者
何
と
か
過
酷
之
御
免
極
之
様
相
聞
、
殊
ニ
通

り
方
受
除
大
半
苅
揚
候
跡
之
儀
ニ
而
、
何
を
以
証
拠
ニ
可
及
詮
儀
様
茂
無

之
候
間
、
右
之
通
は
つ
と
致
た
る
願
無
之
様
可
被
相
心
得
候
、
尤
受
除
候

以
後
た
り
共
不
慮
之
天
災
等
有
之
候
得
ハ
、
御
役
人
見
分
之
上
明
白
ニ
被

仰
付
事
ニ
候
条
、
容
易
ニ
沙
汰
有
之
間
敷
事
、

右
之
通
御
郡
代
中
江
可
被
申
達
候
、
若
右
ニ
付
而
被
相
伺
筋
も
候
ハ
ヽ
、

拙
者
出
立
迄
之
内
被
相
達
候
様
と
の
事
も
可
被
申
達
候
、
以
上

二
月

右
之
通
可
申
達
旨
ニ
而
、
平
太
左
衛
門
殿
書
附
被
有
御
渡
候
を
写
相
渡
候

条
、
紙
面
之
通
御
心
附
、
御
仲
間
中
へ
も
早
々
可
有
御
通
達
候
、
以
上
、

明
和
八
年
二
月
十
五
日

御
郡
間

(

３)

こ
れ
は
、
郡
間

(

郡
方
の
専
門
部
局)

が

｢

平
太
左
衛
門
殿
書
附｣

に
基
づ
い

て
、
下
方
願
筋
・
零
落
村
救
済
な
ど
の
条
項
な
ど
を
含
め
て
年
貢
取
立
て
方
針
を

関
係
役
人
に
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。
堀
は
、
一
部
の
現
場
で

｢

繁
雑
帳｣

の
指

摘
す
る
よ
う
な

｢

過
酷
之
免
極｣

が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
つ
つ
、
年

貢
量
確
保
の
観
点
か
ら
秋
の
収
穫
期
の

｢

願
米｣

＝

｢

御
足
米｣

を
求
め
る
願
筋

に
は
容
易
に
応
じ
な
い
と
の
立
場
を
強
調
す
る
。
願
筋
が
あ
れ
ば
村
側
と
間
で
土

免
を
設
定
す
る
春
に
聞
く
、
秋
に
は
土
免
通
り
の
年
貢
収
納
を
行
う
と
い
う
原
則

的
立
場
を
と
る
。
結
局
、
堀
の
ご
と
く

｢

免
極｣

(

徳
懸)

と

｢

願
米｣

を
対
抗

的
に
と
ら
え
る
発
想
は

｢

明
高｣

｢

零
落
所｣

問
題
の
現
実
の
前
に
破
綻
し
、
明

和
・
安
永
期
以
降
、
村
の
成
立
ち
・
年
貢
請
負
を
広
域
的
に
保
障
し
て
い
く
手
立

て
と
し
て
、
手
永
に
一
定
の
経
済
力
・
年
貢
請
負
機
能
を
持
た
せ
る
よ
う
な
方
向

に
向
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
惣
庄
屋
は
、｢

繁
雑
帳｣

を
通
じ
て
改
革
政
治
の
継
続
に
対

す
る

｢

下
方｣

の
忌
避
感
を
伝
え
、
当
面
の

｢

新
法｣

停
止
を
求
め
る
と
と
も
に
、

｢

下
方｣

願
筋
の
増
加
を
受
け
て
、
藩
当
局
に
対
し
願
筋
上
申
ル
ー
ト
の
正
常
化

と
、｢

下
方｣

願
筋
の
背
景
に
あ
る
零
落
所
問
題
に
対
す
る
効
果
的
な
対
処
を
求

め
る
。
藩
庁
郡
方
の
行
政
記
録

｢

覚
帳｣

を
見
る
と
、｢

覚
帳｣

の
内
容
は
宝
暦

改
革
期
を
通
じ
て
変
化
し
、｢

下
方｣

願
筋
を
反
映
し
た
構
成
を
と
る
が
、
明
和
・

安
永
期
に
は
願
筋
の
上
申
文
書
を
受
け
た
部
局
稟
議
制
の
行
政
記
録
と
し
て
の
性

格
を
明
確
化
す
る
。

(
１)

永
青
文
庫
蔵
。

(
２)
拙
稿

｢

近
世
地
方
行
政
に
お
け
る
藩
庁
部
局
の
稟
議
制
と
農
村
社
会｣

(

国
文
学

研
究
資
料
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
研
究
系
編

『

藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
研
究』

岩
田
書

院
、
二
〇
〇
八
年)

。

(

３)
｢

井
田
衍
義

宝
暦�
天
明
迄
法
中
法
令｣

、『

藩
法
集

７
熊
本
藩』

二
九
八
頁
。
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�����������������
年
貢
・
諸
役
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
百
姓
負
担
の
基
本
で
あ
る
が
、
惣
庄
屋
は

広
範
な
条
項
に
わ
た
っ
て
現
状
に
つ
い
て
の
異
議
申
し
立
て
を
行
い
、
そ
の
抑
制

方
針
を
提
起
し
、
民
政
・
地
方
行
政
に
関
す
る
政
策
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
年
貢
・

諸
諸
役
に
つ
い
て
の
異
議
申
し
立
て
、
異
議
の
解
決
に
向
け
た
政
策
提
案
の
特
質

と
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

惣
庄
屋
の
異
議
申
し
立
て
は
大
き
く
四
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
公
的

施
設
・
役
人
役
宅
維
持
負
担
の
削
減
・
撤
廃
、
②
百
姓
夫
役
・
諸
使
役
の
抑
制
、

③
宿
駅
人
馬
継
立
の
抑
制
、
④
年
貢
収
取
方
式
の
是
正
、
の
四
点
で
あ
る
。
ま
さ

に

｢

繁
雑
帳｣

は
形
を
変
え
た
村
方
要
求
の
場
、
異
議
申
し
立
て
の
場
と
な
っ
て

い
る
。

ま
ず
、
村
方
に
よ
る
維
持
負
担
の
削
減
・
撤
廃
対
象
と
な
っ
た
公
的
施
設
・
役

人
役
宅
は
表
５
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
高
札
場

(

第
一
条)

、
川
口

澪
木

(

第
二
条)

に
つ
い
て
藩
側
は
施
設
の
公
共
性
を
理
由
に
村
方
に
相
応
の
負

担
を
求
め
て
い
る
が
、
両
条
以
外
は

｢

下
方｣

の
提
案
を
認
め
る
方
向
で
対
処
し

て
い
る
。
川
口
澪
木
に
関
す
る
第
二
条
を
示
す
。

一
所
々
川
口
水
尾
木
之
事
、

此
儀
、
川
口
有
之
御
郡
限
請
持
、
水
尾
木
剪
出
・
建
方
共
ニ
御
郡
夫
を

以
仕
申
候
、
長
四
間
よ
り
六
間
迄
、
末
口
六
寸
之
生
木
ニ
而
御
座
候
ニ

付
、
山
出�
建
方
迄
ニ
木
壱
本
ニ
夫
方
六
拾
人
程
召
仕
申
候
、
所
々
之

川
口
ニ
而
者
木
数
多
、
大
勢
之
夫
数
ニ
而
御
百
姓
共
迷
惑
仕
候
、
水
尾

木
ハ
専
、
旅
船
之
目
印
ニ
建
方
被
仰
付
置
候
、
右
之
船
着
岸
之
御
町

�
者
利
益
を
得
申
事
ニ
御
座
候
得
共
、
御
郡
ニ
者
益
ニ
成
申
儀
無
御

座
候
ニ
付
、
水
尾
木
建
方
一
巻
ハ
御
郡
と
御
町
催
合
建
方
被
仰
付
被
下

度
奉
存
候
、

澪
木
と
は
、
河
川
の
河
口
な
ど
に
水
路
が
分
か
る
よ
う
に
立
て
て
あ
る
丸
太
の

棒
で
あ
る
。
本
条
に
み
る

よ
う
に
、
澪
木
は
川
口
を

抱
え
る
郡
部
が

｢

郡
夫｣

を
以
っ
て
材
木
の
切
出
し
・

建
て
方
を
行
っ
て
い
る
が
、

惣
庄
屋
は

｢

大
勢
の
夫
数

ニ
て
御
百
姓
共
迷
惑｣

と

し
て
、｢

利
益
を
得｣

て

い
る
船
着
の
町
と
郡
中
に

よ
る

｢

催
合
建
方｣

を
提

案
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て

藩
庁
郡
方
は
、
澪
木
が

｢

道
橋
同
前｣

の
高
い
公

共
性
・
公
益
性
が
あ
る
と

し
て
従
来
通
り
の
郡
中
負

担
を
命
じ
る
が
、
こ
う
し

た
公
共
的
施
設
に
対
し
て

も

｢

御
郡
ニ
者
益
ニ
成
申

儀
無
御
座
候｣

と
郡
中
負

担
の
公
益
性
に
異
議
を
申

し
立
て
、｢

御
百
姓
共
迷

惑｣

と
主
張
し
て
い
る
点
に
注
目
を
要
す
る
。
従
っ
て
高
札
場
・
澪
木
に
較
べ
て

公
共
性
の
低
い
公
的
施
設
に
つ
い
て
は
藩
側
の
対
処
を
引
き
出
し
て
い
る
。
公
的

施
設
は

｢

御
出
方｣

＝
公
的
経
費
で
維
持
す
る
か
、｢

利
益
を
得｣

て
い
る
受
益

者
負
担
で
行
っ
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
主
張
が
全
体
と
し
て
看
取
し
う
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、｢

御
百
姓
共
迷
惑｣

と
い
う
文
言
に
は
強
い
否
定
力
を
感
じ

る
。
し
か
も
、
こ
の
文
言
は

｢

繁
雑
帳｣

の
過
半
の
条
項
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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表５ 公的施設・役人役宅関係条項の構成

永青文庫蔵 ｢明和繁雑帳 会所旧記｣ による｡

条数 事 書
１条 御高札場之事
２条 所々川口水尾木之事
３条 筒口御屋敷廻并御門前道造之事
４条 御郡所々浦々口々御番所并御番人宅共ニ

御郡所々御茶屋并御番人宅共ニ
御郡所々御客屋
御郡所々御蔵并御会所､ 御蔵支配御勝手方附御横目差子宅共ニ
御郡所々在町廻宅

５条 御郡医師居宅
６条 熊本�被指出置候御山支配役宅
７条 佐舗御番代御用宅内外井戸覆并つるへ之事
８条 高瀬御町奉行衆御用宅建直御繕并垣廻之事
９条 八代高田御焼物師・宮地村御紙漉職屋之事



｢

繁
雑
帳｣

と
い
う
絶
好
の
異
議
申
し
立
て
の
場
が
与
え
ら
れ
、｢

下
方｣

＝

｢

御

百
姓
共｣

は
積
年
の
本
音
を
ぶ
つ
け
た
と
い
う
印
象
で
あ
る
。

次
に
百
姓
の
夫
役
、
種
々
の
百
姓
使
役
に
つ
い
て
は
、
惣
庄
屋
に
よ
っ
て
各
手

永
の
百
姓
使
役
の
実
状
が
持
ち
寄
ら
れ
、
そ
の
制
限
・
撤
廃
、
有
償
化
に
向
け
て

た
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
百
姓
夫
役
に
つ
い
て
は
、
第
二
一
条
に
お
い
て
、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
の
批
判
と
と
ら
れ
か
ね
な
い
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
て
い
る
。

一
御
百
姓
共
被
仕
様
之
事
、

此
儀
、
何
と
そ
貞
享
年
中
御
郡
間
御
記
録
之
通
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

夫
仕
多
御
座
候
而
者
、
御
百
姓
共
農
業
之
時
を
失
ひ
、
気
毒
ニ
奉
存
候
、

惣
庄
屋
は
、｢

農
業
之
時｣
を
奪
っ
て
い
る
百
姓
夫
役
・
諸
使
役
の
現
状
を
百

姓｢

気
毒｣

と
批
判
し
、
貞
享
段
階
の
基
準
に
戻
す
よ
う
百
姓
夫
役
の
抑
制
を
図
っ

て
い
る
。
一
七
世
紀
中
後
期
の
農
政
整
備
段
階
、
寛
文
・
延
宝
・
貞
享
と
体
系
的

な
農
村
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が

(

１)

、
惣
庄
屋
は
、
最
後
の
体
系
的
法
令
と
な
る

｢

貞
享
年
中
御
郡
間
御
記
録｣

を
根
拠
に
夫
役
・
使
役
の
抑
制
を
図
っ
て
い
る
。

｢

貞
享
年
中
御
郡
間
御
記
録｣

と
は
、
郡
方
担
当
の
奉
行
が
貞
享
元
年
六
月
二
一

日
付
で
郡
方
に
示
し
た
六
七
か
条
か
ら
な
る
農
村
法
令
で
あ
り
、
百
姓
夫
役
に
つ

い
て
は
、

一
御
百
姓
被
召
仕
様
之
事
、
公
義
之
御
用
并
御
上
下
之
時
・
御
国
廻
之
時
分
・

又
用
水
道
橋
等
之
前
、
田
請
ニ
被
召
仕
候
ハ
ヽ
各
別
、
其
外
ハ
御
定
之
賃

銀
被
下
被
召
仕
候
事
、

一
四
月
・
五
月
・
六
月
并
作
毛
取
揚
申
砌
、
麦
作
之
時
分
者
百
姓
召
仕
不
申

様
ニ
前
々�
被
仰
出
候
、
召
仕
不
申
候
而
不
叶
時
者
御
郡
奉
行
承
届
可
被

召
仕
候

(

２)

、

と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
百
姓
夫
役
の
徴
用
対
象
・
時
期
は
限
定
さ
れ
、
有

償
が
原
則
で
あ
っ
た
。
惣
庄
屋
は
、
こ
う
し
た
規
定
が
空
文
化
し
、
夫
役
が
増
大

し
て
い
る
現
状
を
百
姓

｢

気
毒｣

と
批
判
す
る
。
徴
用
・
使
役
さ
れ
る
百
姓
が

｢

気
毒｣

と
は
、
と
て
も
近
世
前
期
に
は
使
え
な
い
文
言
で
あ
る
。
異
議
申
し
立

て
と
い
う
よ
り
、
政
道
批
判
に
近
い
。
惣
庄
屋
を
介
し
た

｢

下
方｣

感
情
の
表
明

と
い
え
る
。
百
姓

｢

気
毒｣

と
い
う
状
況
に
は
ま
た
、｢

繁
雑
帳｣

に
お
い
て
列

記
さ
れ
て
い
る
様
々
な
百
姓
使
役
の
現
実
が
加
わ
っ
て
い
る
。

表
６
は
、｢

繁
雑
帳｣

の
第
一
三
条
〜
三
四
条
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
百

姓
使
役
の
事
例
で
あ
り
、
惣
庄
屋
は
個
々
の
事
例
に
即
し
て
郡
中
百
姓
に
課
せ
ら

れ
た
使
役
の
削
減
を
求
め
る
。
特
に
削
減
の
や
り
玉
に
あ
が
っ
て
い
る
の
が
、
役

人
衆
に
よ
る
公
用
を
名
目
に
し
た
百
姓
使
役
で
あ
る
。
第
二
四
条
な
ど
は
近
年
人

数
が
増
し
て
い
る
二
七
種
の

｢

仕
夫｣

の
事
例
を
列
挙
し

｢

御
百
姓
共
迷
惑
仕
候｣

と
し
て
対
応
を
求
め
、
第
二
五
条
で
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、｢

御
見
合｣

と
し

て

｢

近
年
増
方
ニ
出
在
之
御
役
人
衆｣

を
名
指
し
で
例
示
す
る
。

一
在
々
所
々
江
被
差
出
候
御
役
人
衆
往
来
人
馬
之
事
、

此
儀
、
御
郡
割
合
ニ
而
宿
々
江
詰
人
馬
仕
候
所
も
有
之
、
又
者
手
永
限
ニ

而
請
持
、
御
役
人
勝
手
之
会
所�
江
御
差
紙
を
付
、
人
馬
被
請
取
候
ニ

付
、
手
永
ニ
よ
り
殊
之
外
人
馬
之
立
方
優
劣
有
之
迷
惑
仕
候
、
惣
躰
近
年

出
在
之
御
役
人
衆
増
方
ニ
相
成
、
水
夫
高
役
引
方
御
改
正
已
来
、
手
永
ニ

よ
り
上
之
役
者
村
々
別
而
公
役
高
ニ
罷
成
、
甚
迷
惑
仕
候
、
為
御
見
合
近

年
増
方
ニ
出
在
之
御
役
人
衆
、
左
ニ
書
列
差
上
申
候
、

一
馬
弐
疋
宛

櫨
方
御
役
人
衆

一
夫
六
人
馬
二
疋

田
添
源
次
郎

一
同
五
人
馬
二
疋

緒
方
九
郎
左
衛
門

一
同
壱
人
馬
壱
疋

岩
崎
次
左
衛
門

(

後
略)

名
指
し
さ
れ
て
い
る
役
人
の
う
ち
、
櫨
方
は
殖
産
・
金
融
の
担
当
役
所
と
し
て

宝
暦
改
革
の
過
程
で
設
置
さ
れ
、
以
後
重
要
度
を
増
す
役
所
で
あ
る
。
田
添
源
次

郎
は
郡
吟
味
役
。
堀
平
太
左
衛
門
の
ブ
レ
ー
ン
と
い
う
べ
き
、
改
革
農
政
を
推
進

し
た
地
方
巧
者
で
あ
る
。
緒
方
九
郎
左
衛
門
も
同
役
。
こ
う
し
た
実
務
役
人
の
出

在
時
の
人
馬
徴
用
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、｢

繁
雑
帳｣

と
い
う
機
会
を
得
て
人
馬
徴
用
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表６ 百姓使役関係条項の構成

永青文庫蔵 ｢明和繁雑帳 会所旧記｣ による｡

条数 事 書
13条 上・地御内検衆付走番之事
14条 御免方ニ差出候手付役人共之事
15条 御餌差衆之事
16条 水前寺苔見�之事
17条 久住御茶屋御門番之事
18条 宇土・芦北御牧山犬打之事
19条 御家老衆�薩州御家老衆江御取遣之御文箱､ 芦北御郡筒�持継候事
20条 佐舗詰御侍衆明屋敷番之事
21条 御百姓共被仕様之事
22条 川尻水夫柄割賦之事
23条 所々御口屋浦御番御侍衆并御扶持人・御蔵方御役人､ 其外一切引越人馬之事
24条 御役人衆仕夫之事 但､ 熊本者除ク

御山方御横目仕夫
高橋御材木方江被差出候御役人仕夫
川尻川口御米船改御勝手方御横目仕夫
御塩硝蔵御繕之節被差出候御役人仕夫
御蔵増支配役仕夫
御物書仕夫
増物書仕夫
増御横目仕夫
御蔵御番人仕夫
御米山番人仕夫
御蔵加番人仕夫
御蔵斤量取仕夫
御蔵御繕之節被差出候御作事所御役人并諸職人仕夫
川尻御作事所御役人仕夫
同所御横目仕夫
同所御物書仕夫
同所人仕之足軽仕夫
同所御門番人仕夫
同所御船畳替之節御作事所御横目､ 并同所御役人御畳差張付方仕夫
御茶屋御繕之節御作事所御役人并諸職人仕夫
薩摩守様御本宿御繕之節右同断
御客屋御作事之節右同断
高橋御炭蔵御繕之節右同断
同所御町奉行衆御用宅御繕之節右同断
小嶋・高橋・川尻川口御番所御繕之節右同断
御出猟向々所々御休所御繕之節右同断

25条 在々所々江被差出候御役人衆往来人馬之事
26条 芦北御郡中所々塩塘御用石船御抱夫之事
27条 諸木仕立方ニ付合志郡竹迫手永平嶋村御山内ニ水足五郎兵衛殿手付御役人衆詰小屋被立置候事
28条 阿蘇谷坊中衆徒・行者御祈祷所掃除夫之事
33条 継飛脚之事
34条 諸継状之事
35条 本駅所之外半宿ニ而人馬継方之事
37条 相対雇人馬之事
38条 八代御焼物・御料紙熊本江持出候節之事
40条 南郷栃木御入湯之御侍衆・御寺方御帰之節主人馬之事



を
増
方
し
た
役
人
の
実
名
公
表
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
実
務
役
人
の
出
張

の
多
い
飽
田
・
詫
摩
両
郡
の
惣
庄
屋
は
、｢

繁
雑
帳｣

に
対
す
る
藩
当
局
の
回
答

が
出
さ
れ
る
安
永
六
年
に
、
公
表
し
た
役
人
衆
の
そ
の
後
の
人
馬
削
減
取
り
組
み

状
態
を
明
和
七
年
段
階
と
対
照
に
し
て
付
紙
で
示
し
、
郡
代
に
通
知
し
て

｢

繁
雑

帳｣

に
貼
付
し
て
い
る
。

右
者
明
和
七
年
寅
ノ
六
月
差
上
申
候
繁
雑
帳
之
内
、
本
行
之
面
々
人
馬
立
方

御
郡
間
御
差
紙
前
致
相
違
候
由
、
尤
近
年
分
ヶ
而
被
為
及
御
達
、
人
馬
減
方

ニ
成
候
茂
有
之
様
子
ニ
候
、
当
時
本
行
之
人
馬
相
違
候
哉
、
可
申
上
旨
奉
得

其
意
候
、
当
時
人
馬
之
立
方
左
ニ
書
上
ヶ
申
候
、

一
夫
壱
人

櫨
方
御
役
人
衆

馬
壱
疋
宛
、
但
、
馬
弐
疋
之
節
も
間
々
御
座
候

｢

馬
壱
疋｣

一
夫
五
人

但
、
夫
六
人
馬
壱
疋
之
節
も
御
座
候
、

田
添
源
次
郎

馬
弐
疋

(

中
略)

安
永
六
年
四
月

飽
田
・
詫
麻

御
惣
庄
屋
共

沢
田
又
大
夫
殿

益
田
慶
次
殿

櫨
方
役
人
衆
の
個
所
に
貼
付
さ
れ
た

｢

馬
壱
疋｣

の
付
紙
は
、｢

繁
雑
帳｣
提

出
当
時
と
比
較
し
て
減
少
し
た
人
馬
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
惣
庄
屋
は
実
名

公
表
に
よ
る
削
減
効
果
を
示
し
つ
つ
、｢

馬
弐
疋
之
節
茂
間
々
御
座
候｣

と
引
き

続
き
役
人
側
の
削
減
努
力
を
求
め
る
。
藩
側
も
し
ば
し
ば

｢

御
達｣

を
出
し
、
注

意
を
喚
起
し
て
い
る
時
期
で
の
実
名
・
実
状
公
表
、｢

下
方｣

に
よ
る
強
硬
な
異

議
申
し
立
て
と
い
え
る
。

｢

繁
雑
帳｣

第
三
五
条
・
第
三
七
条
の
宿
駅
人
馬
継
ぎ
立
て
に
関
す
る
条
項
は
、

以
上
の
百
姓
使
役
と
も
関
係
し
、
ま
た
藩
側
の
明
確
な
対
応
を
引
き
出
し
た
点
で

も
注
目
す
べ
き
条
項
で
あ
る
。
熊
本
藩
領
に
も
宿
駅
制
度
が
あ
り
、
宿
町

(

本
駅)

は
人
馬
継
ぎ
立
て
の
役
目
を
負
っ
て
い
る
が
、
常
備
の
人
馬
は
存
在
せ
ず
、
公
用

の
求
め
が
あ
る
場
合
、
農
耕
馬
を
充
て
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
第
三
五
条
は
家
中

以
外
の
私
的
な
継
ぎ
立
て
禁
止
と
相
対
賃
銭
の
充
実
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
本
駅
所
之
外
半
宿
ニ
而
人
馬
継
方
之
事
、

此
儀
、
他
国
人
往
来
之
雇
人
馬
之
儀
者
稀
々
ニ
御
座
候
、
雇
方
御
座
候

節
、
御
格
之
賃
銀
を
以
人
馬
差
出
申
候
、
尤
右
人
馬
継
所
平
日
人
馬
相

詰
居
申
候
所
ニ
而
無
御
座
候
、
其
時
々
村
々�
呼
出
申
儀
ニ
御
座
候
、

然
処
ニ
、
近
年
在
宅
人
衆
、
其
外
御
家
中
家
来
支
配
等
之
面
々
之
内
ニ

ハ
、
右
之
所
ニ
而
御
定
之
賃
銀
を
以
人
馬
雇
方
御
座
候
、
左
候
得
者
、

詰
人
馬
者
無
御
座
、
農
業
等
ニ
罷
出
居
申
候
者
共
を
呼
集
差
出
申
候
、

右
之
通
之
儀
間
々
ニ
有
之
、
下
方
極
々
迷
惑
仕
候
、
依
之
御
役
人
衆
御

用
人
馬
并
他
国
人
之
雇
人
馬
者
只
今
迄
之
通
差
立
申
候
而
茂
、
在
宅
人

衆
并
御
家
中
支
配
家
来
之
面
々
、
雇
人
馬
差
出
不
申
様
被
仰
付
可
被
下

候
、
尤
無
拠
訳
有
之
節
者
相
対
雇
、
賃
銀
員
数
も
相
対
ニ
被
申
談
候
様

ニ
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

そ
こ
で
は
、
ま
ず
領
内
駅
所
の
実
状
を
述
べ
、｢

下
方
極
々
迷
惑｣

と
し
て
百

姓
・
農
耕
馬
の
徴
用
に
よ
る
人
馬
継
ぎ
立
て
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
主
な

利
用
者
で
あ
る

｢

在
宅
人
衆
、
其
外
御
家
中
家
来
等
之
面
々｣

の
人
馬
利
用
の
原

則
禁
止
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
藩
側
も

｢

下
方｣

の
主
張
を
受
け
、
安
永
三
年
一

〇
月
に
詳
細
な
対
処
策
を
と
っ
て
い
る

(

３)

。

年
貢
収
取
に
つ
い
て
は
、
表
７
に
示
し
た
第
一
三
一
条
か
ら
第
一
五
一
条
ま
で

が
直
接
に
該
当
す
る
。
当
時
の
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム
は
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
の
基

本
は
、
田
地
の
早
稲
・
中
稲
・
晩
稲
、
畑
地
の
麦

(

大
麦
・
小
麦)

・
大
唐
米
・

大
豆
・
小
豆
・
胡
麻
な
ど
の
全
て
を
年
貢
賦
課
対
象
と
し
、
全
体
で
所
定
の
年
貢

額
確
保
を
目
指
す
こ
と
に
あ
る
。
宝
暦
改
革
に
お
い
て
毎
年
一
二
、
三
万
石
の
米

を
大
坂
に
廻
す
大
坂
直
結
型
の
財
政
運
用
が
確
定
さ
れ
て
お
り
、
年
貢
量
の
安
定
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確
保
が
強
く
志
向
さ
れ
た
。
そ
こ
で
藩
側
は
麦
・
雑
穀
を
中
心
に
百
姓
作
食
と
し

て
残
し
つ
つ
、
早
稲
か
ら
作
毛
順
に

｢

徳
懸｣

と
称
す
る
領
主
側
取
り
分
を
設
定

し
、
年
貢
量
確
保
を
目
指
し
た
。
と
り
わ
け
田
方
で
は
最
初
の
作
毛
と
な
り
、
年

貢
確
保
を
急
ぐ
領
主
心
理
が
働
く
早
田
が
、
畑
方
で
は
作
付
畝
数
の
大
き
い
大
豆
・

小
豆
が
厳
し
い
徳
懸
対
象
と
な
る
。
ま
ず
年
貢
関
係
の
最
初
に
配
さ
れ
た
大
豆
・

小
豆
徳
懸
に
関
す
る
第
一
三
一
条
を
示
す
。

一
大
小
豆
青
葉
御
改
之
事
、

此
儀
、
近
年
御
引
合
被
仰
付
候
、
畑
畝
少
キ
村
々
ハ
さ
し
て
手
入
茂
無

之
候
得
共
、
畑
勝
之
村
々
并
山
在
打
散
候
所
々
者
、
下
し
ら
へ
隙
取
、

帳
面
茂
上
・
地
御
内
検
衆
江
二
冊
調
出
、
殊
之
外
手
入
多
御
座
候
、
其

上
御
役
人
衆
往
来
人
馬
仕
夫
等
之
費
、
且
又
引
合
之
節
者
取
紛
、
下
方

閙
敷
隙
を
費
候
儀
迷
惑
仕
候
間
、
被
為
叶
御
儀
ニ
御
座
候
者
、
御
止
方

ニ
被
仰
付
被
下
候
様
有
御
座
度
奉
存
候
、

但
、
引
合
被
為
差
止
候
儀
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
内
検
衆
へ
小
前
帳
一
冊
、

上
見
衆
へ
者
一
紙
帳
迄
取
被
申
候
様
、
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

本
条
は
大
豆
・
小
豆
の
徳
懸
の
前
提
と
な
る

｢

青
葉｣

改
め
の
実
状
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
惣
庄
屋
に
よ
る
と
、
現
行
の
作
毛
査
定
は
、
上
見
・
上
内
検
・
地

内
検
三
段
階
の
役
人
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
出
在
し
、
上
内
検
帳
・
地
内
検
帳
の

｢

引
合｣

に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
が
、
惣
庄
屋
は
、
こ
う
し
た
内
検
方
式
を

｢

下
方
閙
敷｣

と
批
判
し
、
上
内
検
の

｢

止
方｣

を
提
案
す
る
。
年
貢
関
係
実
務
の

｢

繁
雑｣

さ

は
藩
側
も
痛
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
郡
方
は

｢

是
よ
り
奥
之
稜
々
御
免
方
一

件
、
追
々
御
仕
法
相
立
居
候
事｣

と
、
一
括
し
て
回
答
を
保
留
す
る
。

次
に
年
貢
関
係
の
中
心
的
な
条
項
と
な
る
第
一
三
五
条
と
第
一
三
六
条
の
う
ち
、

ま
ず
一
三
五
条
を
示
す
。

一
田
方
御
徳
懸
之
節
、
御
例
之
事
、

此
儀
、
先
年
御
法
を
被
為
改
被
下
、
難
有
御
儀
奉
存
候
、
然
処
ニ
御
内

検
衆�
少
ニ
而
茂
見
落
之
坪
撰
被
申
か
の
様
ニ
相
見
、
其
坪
ニ
而
御
例
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表７ 年貢関係条項の構成

永青文庫蔵 ｢明和繁雑帳 会所旧記｣ による｡

条数 事 書
131条 大小豆青葉御改之事
132条 荒地御改小前帳之事
133条 諸御郡早田御徳掛之事
134条 大唐御徳懸之事
135条 田方御徳懸之節御例之事
136条 田方不作村々御足米被為拝領､ 御土免通被仰付被下度奉願候事
137条 御損引高分帳之事
138条 御損引分色附帳之事
139条 抜下見帳之事
140条 田畑下見帳之事
141条 御土免通田畑畝掛小前帳之事
142条 御郡横目衆略反別之事
143条 御土免差紙之事

御免差紙之事
144条 御土免一紙目録之事

御免一紙目録之事
145条 御土免帳之事

御免帳之事
146条 御小物成并諸運上帳､ 諸畝物開等之御徳米帳之事
147条 諸開運上米銀帳

諸畝物御徳米根帳
148条 御年貢皆済目録之事
149条 村々皆済目録之事



被
相
極
、
生
籾
を
計
立
被
相
渡
、
干
減
等
之
差
引
茂
無
御
座
、
理
費

(

マ
マ)

ニ

而
者
御
座
候
得
共
、
籾
ニ
よ
り
候
而
者
米
之
合
摺
少
ク
、
上
納
之
節
ニ

至
及
不
足
、
殊
之
外
籾
塘

(

マ
マ)

之
内
実
入
之
多
少
相
知
可
申
事
ニ
而
者
無
御

座
候
得
共
、
万
端
仕
法
辛
キ
様
相
見
、
下
方
怨
苦
ニ
奉
存
候
間
、
乍
恐

御
憐
愍
之
筋
を
以
、
苛
察
之
儀
無
御
座
様
ニ
被
仰
付
置
被
下
候
様
、
潜

ニ
奉
願
候
、

本
条
に
お
い
て
も
惣
庄
屋
は
、
先
の
大
豆
・
小
豆
の
青
葉
改
め
と
同
様
に
、
徳

懸
の
査
定
材
料
と
す
る

｢
御
例｣

＝
坪
刈
に
つ
い
て
、
内
検
衆
が

｢

見
落
之
坪｣

を
摘
発
す
る
か
の
よ
う
な
形
で
坪
刈
個
所
を
選
定
し
、
こ
れ
で
全
て
の
籾
量
を
見

計
る
よ
う
な
や
り
方
が
横
行
し
て
い
る
現
状
を

｢

苛
察｣

と
批
判
し
、
近
年
の
内

検
が

｢

万
端
仕
法
辛
キ
様
相
見
、
下
方
怨
苦
ニ
奉
存
候｣

と
ま
で
言
い
切
る
。
惣

庄
屋
が

｢

下
方｣

感
情
を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
に
、｢

下
方
怨
苦｣

｢

苛
察｣

と
ま

で
言
い
切
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
財
政
改
革
の
主
眼
と
し
て
年
貢

量
の
安
定
確
保
を
陣
頭
指
揮
す
る
堀
平
太
左
衛
門
に
と
っ
て
、｢

下
方
怨
苦｣

｢

苛

察｣

と
い
う
徳
懸
批
判
は

｢

不
敬｣

の
極
み
と
言
っ
て
よ
い
。

次
に
早
田
の
徳
懸
に
関
す
る
第
一
三
三
条
に
お
い
て
惣
庄
屋
も
、
早
田
に
臨
む

領
主
側
の
意
識
を

｢

御
免
方
之
秘
事｣

と
表
現
し
つ
つ
、
過
分
な
徳
懸
で
は
百
姓

側
の
早
田
作
付
意
欲
の
減
退
を
招
く
と
し
て
、｢

毛
上
相
応｣

の
徳
懸
を
求
め
る
。

そ
う
す
れ
ば
早
田
も
増
え
、
年
貢
収
納
も
早
ま
り
、
跡
作

(

裏
作)
も
早
く
取
り

か
か
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
第
一
三
六
条
は
、
年
貢
収
取
を
め
ぐ
る
藩
側
と

｢
下

方｣

と
の
相
反
的
な
関
係
に
及
ぶ
。

一
田
方
不
作
之
村
々
御
足
米
被
為
拝
領
、
御
土
免
通
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候

事
、此

儀
、
豊
年
之
年
柄
ニ
而
も
、
手
永
ニ
よ
り
御
免
と
地
味
と
不
釣
合
ニ

御
座
候
而
、
五
ヶ
村
三
ヶ
村
御
損
引
不
仰
付
候
而
難
成
村
御
座
候
、
一

統
不
作
ニ
而
惣
損
引
之
年
柄
者
、
余
計
之
足
米
拝
領
願
仕
上
候
儀
も
恐

多
奉
存
候
、
一
手
永
ニ
而
纔
之
村
数
御
損
引
被
仰
付
不
被
下
候
間
、
難

叶
分
者
私
共
委
舗
相
し
ら
へ
、
御
足
米
奉
願
候
上
被
為
拝
領
被
下
候
得

者
、
苅
収
納
・
跡
作
仕
付
早
ク
相
済
、
御
年
貢
も
寒
気
薄
内
相
納
、
御

役
人
衆
往
来
之
人
馬
も
費
不
申
、
一
稜
御
百
姓
御
救
ニ
相
成
申
儀
ニ
御

座
候
、
此
間
者
右
躰
之
村
々
者
私
共�
奉
願
、
御
参
談
之
上
、
右
之
通

被
仰
付
候
儀
も
御
座
候
得
共
、
近
年
者
御
足
米
願
容
易
ニ
不
被
為
叶
、

御
損
引
被
仰
付
儀
ニ
御
座
候
、
取
分
ヶ
山
奥
在
之
儀
者
霜
深
ニ
御
座
候

ニ
付
、
九
月
中
十
月
上
旬
比
迄
ニ
麦
作
仕
付
不
申
候
而
者
用
立
不
申
、

御
損
引
ニ
掛
り
居
候
而
者
、
年
ニ�
跡
作
准
後
レ
ニ
相
成
、
不
作
夏
ニ

な
り
作
喰
乏
敷
、
御
難
題
ニ
相
成
候
儀
も
御
座
候
、
被
為
叶
御
儀
共
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
、
一
統
ニ
右
之
通
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
、

本
条
は
、
事
書
部
分
に
よ
れ
ば
、
田
方
不
作
の
際
の

｢

御
足
米｣

拝
領
に
よ
る

｢

御
土
免
通｣

を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。｢

御
足
米｣

拝
領
を
前
提
に

｢

御
土
免｣

通
り
の
年
貢
納
入
に
応
じ
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
も
読
め
る
。

土
免
と
は
、
藩
側
が
村
方
と
の
間
で
設
定
し
た
年
貢
納
入
可
能
額
で
あ
る
。
土

免
通
り
の
年
貢
収
取
＝

｢

土
免
通｣

は
、
藩
制
初
期
以
来
、
一
貫
し
て
志
向
さ
れ

て
き
た
年
貢
取
立
て
の
基
本
方
針
で
あ
り
、
不
作
な
ど
で
土
免
通
が
で
き
な
い
場

合
、
損
引
が
適
用
さ
れ
て
き
た
。
改
革
政
治
が
志
向
し
た
の
は
、｢

御
土
免
通｣

と

｢

御
損
引｣

の
合
理
的
な
適
用
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

近
年
は
御
足
米
願
容
易

ニ
不
被
為
叶
、
御
損
引
被
仰
付
儀
ニ
御
座
候｣

と
あ
る
ご
と
く
、
惣
庄
屋
側
が
求

め
た
の
は
、｢

不
作
之
村
々｣

に
対
す
る
損
引
と
い
う
免
率
の
引
き
下
げ
で
は
な

く
、｢

御
足
米｣

と
い
う
手
永
に
対
す
る
現
米
の
支
給
で
あ
っ
た
。

手
永
に
対
す
る

｢

御
足
米｣

給
付
と
い
う
主
張
は
重
要
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
改
革
政
治
を
主
導
す
る
堀
平
太
左
衛
門
は
、｢

寄
せ
村｣

(

村
合
併
・
庄
屋

削
減)
に
よ
っ
て

｢

村｣

の
年
貢
請
負
機
能
強
化
を
図
る
が
、
明
和
・
安
永
期
に

顕
在
化
す
る
明
高
・
零
落
所
問
題
は
村
成
立
ち
の
た
め
の
損
引
を
拡
大
さ
せ
、
年

貢
量
の
減
退
を
招
く
。

惣
庄
屋
は
、
豊
作
の
年
で
も

｢

五
ヶ
村
三
ヶ
村
御
損
引
不
仰
付
候
て
難
成
村
御

近代への行政的基点としての宝暦―安永期171



座
候｣

と
い
う
手
永
に
常
態
化
し
て
い
る

｢

零
落
所｣

問
題
に
は
、
損
引
と
い
う

個
別
村
の
対
応
の

｢

御
免｣

の
操
作
で
は
な
く
、｢

御
足
米｣

と
い
う
形
で
手
永

に
一
定
の
運
用
財
源
を
持
た
せ
、
手
永
に
村
成
立
ち
・
零
落
所
救
済
を
任
せ
る
よ

う
に
提
案
す
る
。
つ
ま
り
、
手
永
が
個
別
の
村
に
代
わ
っ
て
年
貢
請
負
の
役
割
を

果
た
し
、｢
御
足
米｣

と
い
う
財
源
を
運
用
し
て
年
貢
村
請
を
広
域
的
に
保
障
し
、

零
落
所
救
済
を
行
な
え
る
よ
う
な
手
立
て
の
構
築
を
主
張
し
て
い
る
。
惣
庄
屋
の

間
に
は
、
年
貢
の
手
永
請
負
制

(

請
免
制)

、
こ
れ
と
連
動
し
た
地
域
運
営
財
源

と
し
て
の

｢

手
永
官
銭｣
の
発
想
の
原
型
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

(

１)
『

藩
法
集

７
熊
本
藩』
一
八
二
〜
一
八
九
頁
、
八
八
頁
〜
一
〇
三
頁
、
四
〇
四

頁
〜
四
一
三
頁
。
拙
稿

｢

近
世
農
村
・
農
民
の
形
成
と
支
配｣
(『

新
熊
本
市
史

通
史
編
近
世
Ⅰ』

第
二
章)

。

(

２)
｢

井
田
衍
義

御
惣
庄
屋
十
ヶ
条
縣
令
條
目｣
、『

藩
法
集

７
熊
本
藩』

四
〇
七

頁
。

(

３)
｢

繁
雑
帳｣

(

古
閑
家
本)

は
全
文
を
収
載
。

�����������
藩
権
力
の
地
方
統
治
を
構
成
し
て
い
る
領
主
的
業
務
の
一
定
部
分
は
、
宝
暦
―

明
和
・
安
永
期
に
、
百
姓
内
部
に
生
成
さ
れ
る
武
士
身
分
待
遇
の

｢

在
御
家
人｣

の
増
加
と
あ
い
ま
っ
て
地
方
社
会
に
移
譲
さ
れ
て
い
く
。｢

繁
雑
帳｣

に
み
る
領

主
的
業
務
の
地
方
移
譲
、
地
方
社
会
に
よ
る
行
政
権
限
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
検

証
す
る
。

領
主
的
業
務
の
縮
減
・
地
方
移
譲
は
、
ま
ず
水
利
土
木
普
請
、
山
野
・
山
林
管

理
と
い
っ
た
勧
農
的
分
野
、
在
方
の
治
安
警
察
的
分
野
に
お
い
て
進
む
。｢

繁
雑

帳｣

に
お
い
て
、
第
一
〇
条
か
ら
一
二
条
の
三
か
条
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
特
に

注
目
さ
れ
る
の
は
、
農
業
生
産
に
密
接
し
た
山
野
・
山
林
と
河
川
に
関
わ
る
第
一

〇
条
の
御
山
支
配
役
、
第
一
二
条
の
塘
方
助
役
の
設
置
に
関
わ
る
条
項
で
あ
る
。

ま
ず
御
山
支
配
役
に
関
す
る
第
一
〇
条
を
示
す
。

一
御
山
支
配
役
之
事
、

此
儀
、
熊
本�
被
指
出
置
候
面
々
之
儀
者
御
役
宅
立
渡
置
、
年
々
繕
彼

是
一
切
御
郡�
請
持
、
人
数
多
所
者
別
而
下
方
迷
惑
仕
候
ニ
付
、
無
支

所
々
者
在
御
家
人
之
内�
御
山
支
配
役
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、
左
候

得
者
自
分
居
宅
ニ
而
相
済
申
儀
ニ
御
座
候
、

本
条
は
、｢

御
山｣

の
維
持
・
管
理
に
当
た
る
御
山
支
配
役
の
現
地
役
宅
に
関

わ
る
内
容
を
主
と
す
る
が
、
藩
側
か
ら
役
人
が
派
遣
さ
れ
る
と
役
宅
の
繕
い
普
請

は
郡
中
の
負
担
と
な
り
、
御
山
支
配
役
に
従
う
小
頭
以
下
の
役
人
衆
が
多
く
な
れ

ば
、
そ
れ
だ
け

｢

下
方
迷
惑｣

に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
自
宅
か
ら
役
務
に
出
向

く
在
御
家
人
を
御
山
支
配
役
に
登
用
す
る
よ
う
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
御

山
支
配
役
の
役
宅
に
つ
い
て
は
、｢

繁
雑
帳｣

第
六
条
で
も
次
の
よ
う
に
提
起
さ

れ
て
い
る
。

一
熊
本�
被
指
出
置
候
御
山
支
配
役
宅

但
、
弐
間
ニ
七
間
と
承
伝
候
得
共
、
右
同
断
、

此
儀
、
間
数
其
外
共
被
仰
付
候
御
格
茂
可
有
御
座
と
奉
存
候
得
共
、
私

共
手
前
ニ
相
分
不
申
候
、
所
ニ�
外
向
立
具
等
迄
御
郡�
仕
、
家
内
之

立
具
畳
等
銘
々
よ
り
被
仕
候
茂
、
畳
立
具
一
切
御
郡�
仕
候
茂
有
之
、

同
様
ニ
無
御
座
候
間
、
諸
御
郡
共
ニ
外
向
之
立
具
者
御
郡�
仕
、
家
内

共
立
具
畳
等
ハ
自
勘
被
仕
候
様
、
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

郡
中
に
よ
る
役
宅
の
繕
い
普
請
に
つ
い
て
、
外
向
き
の
建
具
類
に
限
定
す
る
よ

う
に
求
め
て
い
る
。
両
条
に
み
る
よ
う
に
、
惣
庄
屋
は
在
御
家
人
の
御
山
支
配
役

へ
の
任
用
を
積
極
的
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
在
御
家
人
で
あ
れ
ば
役
宅

が
不
要
と
な
る
と
い
う
理
由
が
前
面
に
出
て
い
る
が
、
藩
領
に
お
け
る

｢

御
山｣

の
位
置
、｢
御
山｣

の
維
持
・
管
理
形
態
の
実
状
を
考
え
る
と
在
御
家
人
の
御
山

支
配
役
へ
の
任
用
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
暦
改
革
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の
一
環
と
し
て
、
奉
行
の
呼
称
が
廃
さ
れ
、
御
山
奉
行
も
御
山
支
配
役
と
改
称
さ

れ
る
が

(

１)

、
宝
暦
改
革
期
前
後
か
ら
在
御
家
人
か
ら
御
山
支
配
役
へ
の
任
用
の
動
き

も
進
む
。
そ
し
て
一
九
世
紀
に
は
在
御
家
人
を
御
山
支
配
役
に
充
て
る
方
式
が
一

般
化
し
、
御
山
支
配
役
は
惣
庄
屋
、
郡
代
・
惣
庄
屋
の
腹
心
た
る
郡
代
手
附
横
目

と
と
も
に
手
永
三
役
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

御
山
支
配
役
の
手
永
三
役
化
は
、｢

御
山｣

の
監
督
役
人
を
手
永
の
側
に
取
り

込
ん
だ
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
で
は
、
御
山
支
配
役
の

｢

御
山｣

と
は
何
か
。
藩

管
轄
・
藩
有
の
山
野
・
山
林
と
い
う
単
純
な
意
味
で
は
な
い
。
表
８
は

｢

御
山｣

の
維
持
管
理
・
用
益
に
関
す
る

｢

繁
雑
帳｣

の
条
項
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
第
五
九
・
六
〇
条
は
、
百
姓
側
が
自
身
の
繕
い
作
事
に
用
い
る
材
木
の

入
手
方
法
を
規
定
し
て
い
る
が
、
百
姓
は
自
分
の
屋
敷
地
・
田
畑
の
立
木
で
あ
っ

て
も
自
由
に
な
ら
ず
、
所
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
で
拝
領
を
許
さ
れ
て
い
る
。
百

姓
屋
敷
地
の
立
木
が
有
用
な
楠
・
桐
で
あ
れ
ば

｢

末
葉｣

以
外
の
拝
領
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
領
内
の
山
野
・
山
林
全
体
が
強
い
領
主
的
所
有
下
に
あ

り
、
一
部
家
臣
に
許
さ
れ
た
山
野
・
山
林
以
外
、
い
わ
ば
領
内
の
山
野
・
山
林
の

全
て
が

｢

御
山｣

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が

｢

御
山｣

の
手
入
れ
は
実
質
的
に
村
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

山
の
間
伐

(

第
四
七
条)

、
松
の
枝
卸
し

(

第
四
八
条)

、
楮
の
仕
立
て
・
剪
方
・

蒸
し
方
・
剥
方

(

第
四
九
条)

、
樹
木
の
杣
取
り

(

第
五
〇
条)

な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
業
務
の
現
場
指
揮
に
立
つ
の
も
御
山
支
配
役
で
あ
る
。
た
と
え
ば
間
伐

に
関
す
る
第
四
七
条
を
示
す
。

一
御
山
間
引
剪
之
事
、

此
儀
、
近
御
郡
御
山
々
御
間
引
剪
度
々
被
仰
付
、
剪
賃
・
持
出
之
賃
被

渡
下
候
得
共
、
何
角
夫
仕
繁
雑
ニ
相
成
、
所
ニ
よ
り
候
而
者
御
山
支
配

役
小
頭
飯
米
・
雑
仕
代
等
多
、
村
方
迷
惑
ニ
奉
存
候
間
、
何
と
そ
夫
仕

減
し
候
様
被
仰
付
被
下
、
右
飯
米
・
雑
事
代
末
葉
代
之
内
を
以
、
其
節
々

被
渡
下
度
奉
存
候
、
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表８ 御山維持・管理関係条項の構成

永青文庫蔵 ｢明和繁雑帳 会所旧記｣ による｡

条数 事 書

47条 御山間引剪之事

48条 御山間松枝卸之事

49条 御仕立楮之事

50条 杣方御用之元木見分之事

51条 杣方御用杣取之節小頭差出候事

52条 杣方御用御材木請負ニ而出方之節之事

53条 杣方御用御材木請負ニ而遠方�御材木川下之節､ 川筋手永々々限小頭差出候事
54条 杣方御用御材木請負ニ而御材木出方受負之者宿之事

55条 杣方御用御材木請負ニ而御材木出方之節､ 道筋之石之上車引通候事

56条 御百姓共屋敷高内､ 又者外畑高地之内立木拝領願并社木墓木之事

57条 楠木御用取之事

58条 桐木御用取之事

59条 南郷四手永剪買材木并拝領材木之事

60条 阿蘇谷両手永拝領材木之事



｢

御
山｣

の
間
伐
は
御
山
支
配
役
の
監
督
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。
間
伐
に
際
し

て
百
姓
に

｢

剪
賃
・
持
出
之
賃｣

は
支
払
わ
れ
た
が
、｢

繁
雑｣

な
夫
役
、
御
山

支
配
役
・
小
頭
ら
の

｢

飯
米
・
雑
仕
代｣

は
村
方
負
担
と
な
り
、
惣
庄
屋
は
、

｢

夫
役
減
し｣

と
末
葉
代
に
よ
る
飯
米
・
雑
仕
代
の
充
当
を
求
め
、
藩
側
も
対
処

方
を
約
束
し
て
い
る
。
御
山
支
配
役
に
在
御
家
人
が
任
用
さ
れ
れ
ば
、
山
林
の
間

伐
は
手
永
・
村
方
の
ペ
ー
ス
で
進
み
、
末
葉
代
も
手
永
の
収
益
に
結
び
つ
く
こ
と

に
な
る
。｢

繁
雑
帳｣
段
階
で
は
、
在
御
家
人
の
御
山
支
配
役
へ
の
任
用
も
役
人

の
住
宅
普
請
、
飯
米
・
雑
費
負
担
と
の

関
わ
り
で
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
在
御

家
人
の
御
山
支
配
役
へ
の
任
用
が
進
み
、

御
山
支
配
役
が
手
永
の
中
心
役
人
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
は
、
と
く
に

里
山
を
含
む

｢

近
御
郡
御
山｣

の
維
持

管
理
・
用
益
が
手
永
・
村
方
の
権
限
と

し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
通
じ

る
。次

に
勧
農
業
務
の
柱
と
も
い
う
べ
き

水
利
土
木
普
請
に
関
す
る

｢

繁
雑
帳｣

の
条
項
構
成
を
示
す
と
表
９
の
通
り
で

あ
る
。
水
利
土
木
普
請
と
い
っ
て
も
内

容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
大
別
す
る
と
、

｢

諸
御
郡
海
辺
・
川
筋
塘
御
普
請｣

(

河

川
・
溜
池
・
海
辺
の
堤
・
塘
筋
普
請)

に
関
わ
る
塘
方
と
、
用
水
・
分
水
施
設

の
井
樋
作
事
に
関
わ
る
井
樋
方
に
な
っ

て
い
る
。
普
請
の
中
心
は
塘
方
で
あ
る

が
、
水
利
土
木
事
業
に
お
い
て
、
宝
暦

改
革
期
、
宝
暦
―
安
永
期
は
大
き
な
転
機
と
な
る
。
宝
暦
以
前
に
お
い
て
は
、

｢

諸
御
郡
海
辺
・
川
筋
塘
御
普
請｣

が
あ
れ
ば
、
事
業
ご
と
に
塘
奉
行
が
任
命
さ

れ
て
現
地
に
赴
い
て
い
た
が
、
宝
暦
四
年
閏
二
月
、
塘
奉
行
を
廃
し
て
惣
庄
屋
の

｢

請
込｣

と
し
、
惣
庄
屋
で
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
な
い
普
請
に
は
、
多
く
は
武
士
的
由

緒
を
有
す
る
一
領
一
疋
・
地
侍
を

｢

助
役｣

(

塘
方
助
役)

に
任
じ
、
従
来
の
塘

奉
行
の
給
銀
を
助
役
に
与
え
る
こ
と
に
し
た

(

２)

。
次
に
示
す
第
一
二
条
は
、
惣
庄
屋

｢

請
込｣

と
な
っ
て
い
た
塘
奉
行
の
上
役
筋
に
あ
た
る
惣
塘
支
配
役
と
手
永
の
水

利
土
木
普
請
に
関
わ
る
条
項
で
あ
る
。

一
惣
塘
支
配
役
衆
出
在
之
事
、

此
儀
、
手
永�
御
普
請
之
儀
者
、
私
共
引
請
、
取
計
勿
論
之
儀
ニ
御

座
候
得
共
、
御
用
多
御
座
候
故
、
御
普
請
所
ニ
附
居
候
儀
差
支
、
在
御

家
人
内�
助
役
を
願
、
右
助
役
年
中
所
々
ニ
付
添
候
而
御
普
請
出
来
仕

候
、
然
処
、
惣
塘
支
配
役
衆
折
々
罷
出
、
石
場
ニ
被
相
詰
、
御
普
請
之

仕
法
等
茂
附
被
申
候
、
右
仕
法
私
共
了
簡
ニ
随
引
可
被
申
様
ニ
無
御
座

候
得
共
、
一
概
之
申
分
ニ
而
和
し
兼
候
儀
有
之
、
却
而
御
普
請
敢
果
取

兼
、
夫
仕
イ
も
相
増
、
諸
失
墜
御
座
候
ニ
付
、
惣
塘
支
配
役
衆
之
儀
者
、

所
々
御
普
請
出
来
候
上
、
一
通
見
分
被
仕
候
様
有
御
座
度
奉
存
候
、

惣
庄
屋
は
、
塘
方
助
役
の
在
御
家
人
の
助
勢
を
得
て

｢

諸
御
郡
海
辺
・
川
筋
塘

御
普
請｣

を
実
施
し
て
お
り
、
惣
塘
支
配
役
が
出
在
し
て
普
請
現
場
に
詰
め
、
指

揮
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
現
場
を
混
乱
さ
せ
、
邪
魔
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と

批
判
す
る
。
惣
塘
支
配
役
な
ど
藩
側
役
人
が
出
在
し
て
も
何
の
益
も
な
い
、｢

御

失
墜｣

と
ま
で
酷
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
水
利
土
木
普
請
を
惣
庄
屋
の

｢
請
込｣

と
し
な
が
ら
、
惣
塘
支
配
役
も
現
場
で
指
揮
さ
せ
る
よ
う
な
藩
当
局
の

行
政
指
導
の
不
徹
底
に
対
す
る
批
判
と
も
い
え
る
。

も
っ
と
も
普
請
に
は
普
請
用
地
の
地
目
・
石
高
の
変
更
が
伴
う
。
終
了
し
た
普

請
の
査
察
も
必
要
と
な
る
。
惣
庄
屋
は
惣
塘
支
配
役
の
役
割
を
普
請
終
了
後
の
見

分
に
限
る
よ
う
提
案
す
る
。
藩
側
も
惣
庄
屋
の
提
案
を
妥
当
と
認
め
、
以
後
、
惣
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表９ 水利土木普請関係条項の構成

永青文庫蔵 ｢明和繁雑帳 会所旧記｣ による｡

条数 事 書

12条 惣塘支配役衆出在之事

116条 石橋積之事

117条 石井樋上橋之事

118条 砂河原水筋掘替､ 并川内へ新規ニ土積石積等之御普請之事

119条 用水御普請積帳之事

120条 井樋御作事之事

121条 海辺・川塘御普請方石場ニ御渡被成鉄道具之事



塘
支
配
役
は
普
請
に

｢

携
り
不
申
候｣

と
現
場
か
ら
排
除
す
る
方
針
を
明
確
に
し
、

こ
こ
に
手
永
が
水
利
土
木
普
請
の
実
施
主
体
と
し
て
前
面
に
出
る
段
階
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
地
方
の
普
請
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
藩
当
局
は
、
明
和
八
年
三

月
一
九
日
付
で
、

一
村
用
水
・
土
手
御
普
請
年
々
積
帳
相
達
来
候
処
、
以
来
御
郡
代
承
届
ニ
而

御
普
請
被
申
付
、
惣
塘
支
配
役
中
印
も
差
止
候
様
被
仰
付
度
由
、
尤
各
別

大
破
之
御
普
請
ハ
今
迄
之
通
可
被
相
心
得
由
、
此
儀
御
郡
代
へ
存
知
寄
之

通
可
有
御
達
候

(
３)
、

と
布
達
す
る
。
水
利
土
木
普
請
の
計
画
・
見
積
り
の
過
程
か
ら
も
惣
塘
支
配
役
を

は
ず
し
、
郡
代
段
階
で
普
請
の
企
画
立
案
・
見
積
も
り
の
決
済
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
。
明
治
初
年
に
至
る
一
九
世
紀
は

｢

水
利
土
木
事
業
の
時
代｣

と
い
え
る
ほ

ど
事
業
の
活
況
を
呈
す
る
が
、
そ
の
最
大
要
因
は
、
事
業
の
大
部
分
が
郡
代
の

｢

受
届｣

＝
許
認
可
権
限
の
も
と
、
企
画
立
案
か
ら
事
業
実
施
に
至
る
ま
で
手
永
＝

惣
庄
屋
段
階
で
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
水
利
土
木
事
業
は
明
和
・
安
永
期

以
降
、
懸
案
と
な
っ
て
い
る
零
落
所
救
済
に
向
け
た
手
永
の
農
業
基
盤
整
備
事
業

と
し
て
推
進
さ
れ
る
。

井
樋
方
に
つ
い
て
は
、｢

海
辺
・
大
川
筋
大
井
樋｣

、
板
井
樋
に
替
わ
り
増
加
し

て
い
る
灰
石

(

熔
結
凝
灰
岩)

井
樋
の
設
置
な
ど
井
樋
方
役
人
衆
の
関
与
も
強
い

が
、
第
一
二
〇
条
の

｢

一
郡
限
ニ
御
惣
庄
屋
引
請｣

を
求
め
た
提
案
は
井
樋
方
全

体
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
手
永
に
お
け
る
水
利
・
土
木
普
請
全
般
の
推
進
が
技
術
力
の
飛
躍
を

生
む
。
普
請
の
技
術
面
と
の
関
係
で
第
一
二
一
条
を
示
す
。

一
海
辺
・
川
塘
御
普
請
方
石
場
ニ
御
渡
被
成
鉄
道
具
之
事
、

此
儀
、
極
々
鍛
不
宜
、
石
割
方
差
支
申
候
ニ
付
、
至
極
之
堅
石
者
御
郡

ニ�
御
支
配
銀
之
内
を
以
、
先
為
御
試
先
掛
被
仰
付
、
各
別
石
割
方
宜

御
座
候
第
一
の
ミ
掛
替
、
先
掛
ニ
差
出
申
候
而
も
急
ニ
相
済
不
申
、
且

又
焼
刃
祝
な
と
御
座
候
而
、
入
用
も
御
座
候
由
、
受
取
ニ
参
候
者
別
而

及
迷
惑
申
候
ニ
付
、
一
切
之
鉄
御
道
具
為
御
試
、
一
ヶ
年
分
炭
代
共
御

惣
庄
屋
へ
被
渡
下
候
ハ
ヽ
、
其
所
々
之
石
ニ
合
候
様
ニ
仕
覚
候
鍛
冶
共

ニ
拵
さ
セ
、
召
仕
セ
申
度
奉
存
候
、
左
候
ハ
ヽ
御
鍛
冶
方
も
御
用
減
シ
、

抱
夫
共
之
費
茂
無
之
、
石
割
方
敢
果
取
可
申
儀
ニ
付
、
願
者
右
之
通
被

仰
付
度
奉
存
候
、

手
永
で
は
普
請
の

｢

鉄
道
具｣

は
藩
の
鍛
冶
方
か
ら
提
供
を
受
け
て
い
た
が
、

惣
庄
屋
は
、｢

堅
石｣

の
開
鑿
に
は
役
に
立
た
な
い
と
し
て
、
手
永
側
で
の

｢

一

切
之
鉄
御
道
具｣

の
拵
え
方
を
提
案
し
、
鍛
冶
用
炭
代
の
提
供
を
求
め
て
い
る
。

普
請
道
具
の
製
作
を
含
め
た
水
利
・
土
木
普
請
全
体
を
手
永
の
責
任
で
推
進
す
る

こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
農
業
に
密
接
し
た
山
野
・
山
林
の
維
持
・
管
理
、

河
川
・
海
岸
線
の
水
利
・
土
木
普
請
は
、
郡
代
の
裁
量
の
も
と
、
手
永
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
藩
領
の
ほ
ぼ
全
て
の
山
野
・
山

林
を
監
督
す
る
御
山
支
配
役
を
手
永
幹
部
役
人
と
し
て
取
り
込
み
、｢

御
山｣

の

維
持
管
理
・
用
益
の
全
て
に
わ
た
っ
て
手
永
が
主
体
的
に
関
わ
り
、
河
川
・
海
岸

の
水
利
土
木
普
請
に
つ
い
て
は
、
そ
の
企
画
立
案
か
ら
普
請
・
作
事
の
実
施
、
普

請
道
具
の
製
作
に
至
る
ま
で
手
永
が
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
在
御
家
人
の
行
政
役
人
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
惣
庄
屋
は
、
在
御
家
人

の
任
用
を
提
案
し
た
御
山
支
配
役

(

第
一
〇
条)

、
惣
塘
支
配
役

(

第
一
二
条)

と
、
こ
れ
を
排
除
し
た

｢

津
口
・
陸
口
問
屋
荷
物
改｣

役

(

第
一
一
条)

、｢

抜
荷

改｣

役

(

第
一
二
八
条)

と
で
は
対
照
的
な
提
案
を
し
て
い
る
。
第
一
一
条
と
第

一
二
八
条
を
続
け
て
示
す
。

一
津
口
陸
口
問
屋
荷
物
改
之
一
領
一
疋
之
事
、

此
儀
、
去
々
年
御
改
正
被
仰
付
候
節
、
在
御
家
人
御
極
方
御
座
候
、
然

共
去
年
又
々
元
之
御
仕
法
被
仰
付
候
得
共
、
御
家
人
改
方
者
被
差
止
候

と
の
御
達
茂
無
御
座
候
ニ
付
、
御
郡
ニ�
今
以
御
家
人
罷
出
候
得
共
、

何
そ
御
益
ニ
立
候
儀
相
見
江
不
申
候
、
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一
抜
米
改
在
受
之
事
、

此
儀
、
前
々
御
直
役
人
被
差
出
来
候
所
、
先
年
在
御
家
人
ニ
被
仰
付
、

小
頭
茂
壱
人
宛
被
差
添
、
飯
米
・
雑
事
代
余
計
之
費
ニ
相
成
、
小
頭
も

手
足
不
申
、
極
々
差
支
申
候
ニ
付
、
去
戌
年
在
受
御
免
被
仰
付
被
下
候

様
ニ
と
願
上
候
得
共
、
相
済
不
申
候
、
其
後
熊
本
口
々
者
御
直
役
人
被

差
出
、
其
外
者
在
御
家
人
被
差
出
、
毎
歳
閙
敷
最
中
と
申
、
御
家
人
并

小
頭
飯
米
・
雑
事
代
失
墜
多
、
迷
惑
ニ
奉
存
候
間
、
在
御
家
人
被
差
出

候
儀
者
止
方
ニ
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、
尤
御
年
貢
米
者
御
蔵
送
り
、

御
扶
持
方
払
者
通
を
差
出
可
申
候
間
、
是
を
見
合
、
熊
本
口
々
被
差
通

可
被
下
候
、
御
年
貢
皆
済
仕
候
者
者
、
口
留
無
之
所
々
も
売
手
形
私
共

�
相
渡
売
セ
可
申
候
、
其
外
抜
米
売
仕
候
者
買
候
者
共
ニ
、
稠
敷
御
咎

メ
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
、

津
口
陸
口
問
屋
荷
物
改
は
明
和
五
年
三
月
の
津
口
陸
口
運
上
銀
の
一
統
改
正
に

よ
っ
て
在
御
家
人
が
見�
役
に
任
用
さ
れ
る
が
、
惣
庄
屋
は
在
御
家
人
を
津
口
・

陸
口
の
口
留
に
配
し
て
も

｢

何
そ
御
益
ニ
立
候
儀
相
見
江
不
申
候｣

と
酷
評
し
、

差
し
止
め
を
求
め
る
。｢

抜
米
改｣

役
に
は
熊
本
か
ら
の

｢
直
役
人｣

に
替
え
て

在
御
家
人
と
補
佐
の
小
頭
が
置
か
れ
た
が
、
惣
庄
屋
は
、
駐
在
の
諸
経
費
が
郡
中

の
負
担
と
な
り
、
小
頭
な
ど
役
に
も
立
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
も
差
し
止
め

を
求
め
る
。

惣
庄
屋
が
、
在
御
家
人
の
任
用
に
消
極
的
な
の
は
以
下
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、
在
御
家
人
が
増
加
し
、｢

村
人
数｣

か
ら
離
れ
た
百
姓
の
高
・
村
役
の

扱
い
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
百
姓
が
寸
志
に
よ
る
在
御
家

人
や
給
人
・
寺
社
の
配
下
と
な
っ
て
村
人
数
か
ら
離
れ
、
家
代
・
高
主
と
称
す
る

代
理
人
を
立
て
た
が
、
彼
ら
代
理
人
と
村
・
村
役
と
の
関
係
が
曖
昧
に
な
っ
て
い

た
。
第
二
に
、
惣
庄
屋
に
は
寸
志
に
よ
り
在
御
家
人
と
な
っ
た
百
姓
で
は
地
方
業

務
の
役
に
は
立
た
な
い
と
の
認
識
が
強
い
こ
と
に
よ
る
。
藩
当
局
も
惣
庄
屋
側
の

強
い
異
議
に
は
早
め
の
対
応
を
し
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
、
①
在
御
家
人
の
身
分

待
遇
は
本
人
一
代
に
限
る
、
②
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
郡
代
か
ら
通
達
を
受
け
る

｢

郡
代
直
触｣

以
上
を
在
御
家
人
と
す
る
、
③
在
御
家
人
の
代
理
人
＝
家
代
・
高

主
は
村
人
数
に
加
え
る
、
④
し
た
が
っ
て
在
御
家
人
の
所
持
高
は

｢

御
郡
並
之
支

配｣

を
受
け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

４)

。

そ
し
て
明
和
八
年
一
二
月
の
達
書
に
お
い
て
、
武
士
的
由
緒
を
持
つ
家
筋
の
一

領
一
疋
・
地
侍
＝
御
家
人
と
、
寸
志
に
よ
る
新
規
の
在
御
家
人
を

｢

在
御
家
人｣

と
し
て
一
本
化
す
る

(

５)

。
こ
こ
に
在
御
家
人
制
は
法
制
的
に
も
確
立
し
、
寸
志
に
よ

り
増
加
す
る
在
御
家
人
も
、
そ
の
一
定
部
分
は
在
役
人
と
し
て
手
永
会
所
に
詰
め
、

｢

見�｣
と
称
す
る
治
安
警
察
業
務
を
中
心
に
地
方
業
務
を
分
担
す
る
状
態
へ
と

進
む

(

６)

。
さ
て
、｢

繁
雑
帳｣

に
お
い
て
、
惣
庄
屋
が
在
御
家
人
の
任
用
を
拒
否
し
て
い

た

｢

津
口
陸
口
問
屋
荷
物
改｣

役
・

｢

抜
米
改｣

役
は
、
一
九
世
紀
に
は

｢

唐
物

抜
荷
方
改
役｣

に
推
移
し
、
郡
代
手
附
横
目
と
並
ぶ
在
御
家
人
の
最
高
役
職
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
郡
代
・
惣
庄
屋
の
腹
心
と
な
る
郡
代
手
附
横
目
も
主
に
百
姓
＝

在
御
家
人
層
か
ら
任
用
さ
れ
る
。
惣
庄
屋
に
御
山
支
配
役
・
郡
代
手
附
横
目
を
加

え
て

｢

手
永
三
役｣

と
称
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
手
永
の
中
心
役

職
の
整
備
は
、
領
主
的
業
務
の
郡
中
へ
の
取
り
込
み
と
連
動
す
る
形
で
進
行
し
た

も
の
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宝
暦
・
明
和
期
に
は
、
水
利
土
木
普
請
、
山
野
・
山
林
管
理

と
い
っ
た
勧
農
分
野
、
郡
中
の
治
安
警
察
分
野
に
お
い
て
領
主
的
業
務
の
地
方
移

譲
が
進
む
。
治
水
・
水
利
土
木
普
請
と
い
え
ば
、
幕
藩
制
初
期
、
領
主
権
力
が
家

臣
団

(

普
請
組)

と
百
姓
夫
役
を
組
織
し
て
行
う
最
大
の
公
共
業
務
で
あ
り
、
領

主
制
＝
百
姓
支
配
の
根
幹
に
関
わ
る
責
務
で
も
あ
っ
た
が
、
今
や
水
利
土
木
普
請

は
手
永
段
階
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
藩
領
の
山
野
・
山
林
の
大
部
分
を
占
め

る

｢
御
山｣

も
、
手
永
三
役
に
一
人
、
御
山
支
配
役
を
中
心
と
し
た
手
永
・
村
の

維
持
・
管
理
組
織
の
も
と
に
置
か
れ
る
。
手
永
に

｢

御
足
米｣

｢

願
米｣

を
超
え

た
地
域
運
営
財
源
と
し
て
年
貢
の
一
部

(

雑
税
部
分)

が
留
保
さ
れ
る
一
九
世
紀
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段
階
に
な
る
と
、｢

水
利
土
木
事
業
の
時
代｣

と
い
う
べ
き
状
況
に
な
り
、
手
永

に
よ
る
農
業
基
盤
整
備
事
業
・
社
会
保
障
事
業
、｢

御
山｣

開
発
事
業
が
活
発
化

し
、
手
永
が
村
・
百
姓
の
成
立
ち
を
保
障
す
る
段
階
と
な
る
。

(

１)

永
青
文
庫
蔵

｢

宝
暦
六
年

覚
帳｣

、『

日
本
林
制
史
資
料

熊
本
藩』

(

農
林
省

編
、
朝
陽
会)

九
二
八
頁
。

(

２)
『

藩
法
集

７
熊
本
藩』

二
四
〇
頁
。

(

３)
｢

井
田
衍
義

宝
暦�
天
明
迄
郡
中
法
令｣

、『

藩
法
集

７
熊
本
藩』

二
九
九
頁
。

(

４)
『

藩
法
集

７
熊
本
藩』
四
八
一
・
二
頁
。

(

５)

右
同
書
、
三
〇
二
・
三
頁
。

(

６)
｢

繁
雑
帳｣

で
は
、
見�
役
と
し
て
先
の

｢

津
口
陸
口
問
屋
荷
物
改｣

｢

抜
米
改｣

の
他
に
、
第
六
条
に

｢

水
前
寺
苔
見�｣
が
存
在
す
る
。
同
役
は
在
御
家
人
、
熊

本
か
ら
の
直
役
人
、
惣
庄
屋
と
受
持
ち
が
変
転
し
、
明
和
五
年
か
ら
在
御
家
人
田

中
幸
右
衛
門
の
受
持
ち
に
な
っ
て
い
た
。
在
御
家
人
は

｢

無
給
扶
持｣

な
の
で
田

中
に
は

｢

御
心
附｣

と
し
て
毎
年
銀
一
八
〇
目
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
注
目
し

た
の
は
、
こ
の
給
分
が

｢

飽
田
・
詫
麻
ニ
而
六
手
永
出
銀｣
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
水
前
寺
苔
見�
は
献
上
用
な
ど
御
用
苔
の
取
締
り
に
当
た
っ
て

お
り
、
惣
庄
屋
は

｢

御
心
附｣

の
藩
側

｢

御
出
方｣

を
要
求
す
る
。
藩
当
局
は
在

御
家
人
に

｢

御
用｣

を
任
せ
つ
つ
、｢

無
給
扶
持｣

で
任
に
当
た
ら
せ
る
か
、
わ
ず

か
の
給
分
を
郡
中
に
負
担
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
う
し
た
在
御
家
人
の
手
軽

な
利
用
が
郡
中
に
お
け
る
領
主
的
業
務
の
地
方
移
譲
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
結
果

す
る
。

����宝
暦
改
革
期
の

｢

寄
せ
村｣

＝
村
統
合
か
ら
明
和
七

(

一
七
七
〇)

年
の

｢

繁

雑｣

調
べ
方
に
至
る
過
程
は
、
改
革
政
治
を
主
導
す
る
大
奉
行
堀
平
太
左
衛
門
か

ら
す
れ
ば
、｢

村｣

を
中
心
と
し
た
年
貢
収
取
体
制
の
再
編
強
化
と

｢

繁
雑｣

化

す
る
地
方
の
行
政
業
務
の
ス
リ
ム
化
に
直
接
の
目
的
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
領
内

惣
庄
屋
は

｢

繁
雑｣

調
べ
方
を
命
じ
ら
れ
る
と
、
現
行
の
地
方
行
政
・
地
方
制
度

の
問
題
点
を
洗
い
出
し
、｢

寄
合｣

を
通
じ
て

｢

下
方｣

の
異
議
・
要
求
を

｢

繁

雑
帳｣

三
冊
に
と
り
ま
と
め
、｢

御
惣
庄
屋
連
印｣

を
得
て
藩
当
局
に
提
出
し
た
。

惣
庄
屋
に
よ
る

｢

繁
雑
帳｣

取
り
ま
と
め
の
意
義
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。

第
一
に
、｢

繁
雑
帳｣

は
期
せ
ず
し
て

｢

下
方｣

の
要
求
・
異
議
申
し
立
て
の

場
と
な
り
、
自
ら
の
異
議
・
要
求
に
対
す
る
政
策
提
案
の
場
と
も
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
全
一
五
一
か
条
か
ら
な
る

｢

繁
雑
帳｣

の
条
項
は
、
ほ
と
ん
ど
が
現
行
の

地
方
行
政
・
地
方
制
度
の
問
題
点
を
提
示
し
た
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
現
状
の

是
正
・
改
善
を
求
め
た
要
求
書
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
単
な
る
異
議
申
し
立
て

で
は
な
く
、
過
半
の
条
項
に
は

｢

御
百
姓
共
迷
惑｣

と
い
う
文
言
が
配
さ
れ
、
百

姓

｢

気
毒｣

、｢

苛
察｣

と
い
う
表
現
ま
で
使
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
惣
庄
屋
は
、
改

革
政
治
の
継
続
拒
否
に
通
じ
る

｢

新
法｣

停
止
ま
で
求
め
つ
つ
、｢

寄
合｣

を
通

じ
て
異
議
・
要
求
に
対
す
る
対
応
・
解
決
策
を
提
示
し
、
藩
当
局
に
そ
の
政
策
実

現
化
を
求
め
て
い
る
。｢

下
方｣

は
地
方
行
政
・
地
方
制
度
に
関
す
る
広
範
な
既

得
権
を
確
保
し
た
。

第
二
に
、
手
永
の
地
域
運
営
組
織
と
し
て
の
役
割
が
大
き
く
顕
現
化
し
た
こ
と

で
あ
る
。
改
革
政
治
後
期
の
明
和
・
安
永
期
は
、
連
続
す
る
凶
作
・
飢
饉
、
顕
在

化
す
る

明
高
・
零
落
所
問
題
の
も
と
で

｢

村｣

の
成
立
ち
・
年
貢
請
負
の
不
安

定
な
状
況
を
招
来
さ
せ
る
が
、
惣
庄
屋
は
、｢

繁
雑
帳｣

を
通
じ
て
、
個
別
の

｢

村｣

で
は
行
え
な
い
広
域
的
な
課
題
に
つ
い
て
政
策
提
案
し
、｢

村｣

を
広
域
的

に
保
障
し
て
い
く
方
途
を
打
ち
出
す
と
と
も
に
、
領
主
側
が
人
員
的
・
財
源
的
に

担
え
な
く
な
っ
て
い
る
社
会
の
公
共
業
務
の
取
り
込
み
を
図
る
。
特
に
農
業
に
直

結
し
た
勧
農
業
務
の
柱
で
あ
る
水
利
土
木
普
請
な
ど
は
手
永
段
階
で
担
わ
れ
る
状

態
と
な
る
。

惣
庄
屋
の
性
格
も
変
わ
る
。
宝
暦
改
革
期
を
通
じ
惣
庄
屋
の
職
務
能
力
が
一
層
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求
め
ら
れ
て
く
る
が
、
こ
の
時
期
に
初
期
以
来
の
世
襲
惣
庄
屋
の
交
替
も
進
ん
で

お
り
、
主
に
百
姓
層
か
ら
登
用
さ
れ
る
惣
庄
屋
は
、｢

繁
雑
帳｣

に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、｢

下
方｣

の
要
求
・
要
望
を
と
り
ま
と
め
実
現
す
る
職
務
能
力
に
百
姓
側

の
信
任
の
主
眼
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
て
宝
暦
―
安
永
期
の
藩
政
改
革
過
程
に
お
い
て
志
向
さ
れ
る
行
財
政
整

理
、
行
政
業
務
の
ス
リ
ム
化
と
あ
い
ま
っ
た
行
政
権
限
・
財
源
の
地
方
移
譲
を
通

じ
て
手
永
の
広
域
自
治
団
体
化
が
進
み
、
緩
や
か
な
が
ら
武
家
領
主
の
政
治
行
政

を
収
縮
に
向
か
わ
せ
る
地
方
胎
動
を
現
出
せ
し
め
る
。
そ
し
て
明
治
初
年
に
至
る

一
九
世
紀
に
は
、
中
央
政
府
＝
藩
庁
で
は
財
源
的
・
人
員
的
に
行
わ
れ
な
い
農
業

基
盤
整
備
事
業

(

と
く
に
水
利
土
木
事
業)

・
社
会
保
障
事
業
が
活
発
化
し
、
広

域
自
治
団
体
と
し
て
の
手
永
制
の
発
達
を
み
る
。
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